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ガン保 障
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自分の保険は、自分でつくる。
14-A-003（14.07）C0G5

〒160-0023  東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル

0120-833-337R

受付時間：9:00～21:00（土曜日は17:00まで）
※日曜日・祝日を除く

2014年7月





1

はじめに

このたびは損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社の「1年組み立て保険」の

ご検討・お申込みを賜り、厚く御礼申し上げます。

この「ご契約のしおり／約款」は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。

ぜひご一読され、内容を十分ご確認のうえご契約いただき、保険証券や更新通知書とと

もに保管してご利用くださいますようお願いいたします。もし、おわかりになりにくい点がご

ざいましたら、当社コールセンターにお問い合わせください。

コールセンター

0120-833-337
受付時間：9:00～21:00（土曜日は17:00まで）※日曜日・祝日を除く

〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル

http: //diy.co.jp

ご契約についての重要事項、諸手続、税務の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかり

やすく説明しています。必ずご一読ください。

ご契約からお支払いまでのいろいろなとりきめを、ご説明しています。「ご契約のしおり」とあわせてお

読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。

この「ご契約のしおり／約款」の内容は、つぎの2つの部分に分かれています。

ご契約のしおり

約　款
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ご契約のしおり

Ⅰ. お知らせとお願い
当社の組織形態（株式会社）について

保険契約の「媒介」と「代理」について

生命保険募集人について

個人情報のお取扱いについて

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との共同利用について

現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約の
お申込みをご検討の場合について

生命保険会社の業務または財産の状況の変化による
生命保険契約への影響の可能性について

「生命保険契約者保護機構」について

「生命保険相談所」について

2014年4月実施の商品改定について

Ⅱ.「1年組み立て保険」のしくみと特長
主契約（遺族保障）について

特約について

インターネットによる保険契約申込について

Ⅲ．「１年組み立て保険」のご契約にあたって
告知に関するお願いについて

傷病歴がある場合のお取扱いについて

意向確認について

ご契約のお手続きについて

保障の開始（責任開始期）について

契約日について

保険料領収証について

クーリング・オフ制度（お申込みの撤回等）について

契約確認制度へのご協力のお願いについて

申込書類のお取扱いについて

保険証券のご確認について

Ⅳ．ご契約のお手続きについて
お手続きの流れについて

健康状態・職業等の告知について

必要な医的審査について

契約確認制度について

保険料の払込方法について

もくじ はじめに

目的別もくじ＊
＊案内先ページには、該当項目の箇所をアイコンで示しています。

主な保険用語のご説明
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〔別表〕特別条件特約において不支払対象となる特定疾病または特定部位一覧表

●遺族保障（無配当定期保険普通保険約款）

●入院保障（無配当医療特約）

●入院保障（無配当特定疾病診断給付特約）

●入院保障（無配当短期入院特約）

●ガン保障（無配当ガン医療特約）

●月給保障（無配当就業不能保障特約、入院のみ保障特約）

●リビング・ニーズ保障（リビング・ニーズ特約）

●特別条件特約

●保険料クレジットカード支払特約

●保険料口座振替特約

●ふうふセット特約（保険料合算払込特約（夫婦型））

●インターネット申込に関する特約

約 款

◎個人情報保護宣言

Ⅴ．ご契約後について
第2回目以降の保険料の払込みについて

保険料の払込猶予期間とご契約の失効について

ご契約の復活について

保険金・給付金お支払時等に未払込保険料がある場合について

保険料の払込みが困難になられた場合について

死亡保険金受取人の変更について

死亡保険金受取人が死亡された場合について

被保険者による解除請求について

保険料の払込みが不要となった場合のお取扱いについて

各種変更の手続きについて

自動更新について

保障内容の見直しについて

ご契約の解約と解約返れい金について

生命保険と税金について

Ⅵ.保険金・給付金のお支払いなどについて
ご契約の内容に応じ、以下のような場合に
保険金・給付金をご請求いただけます

保険金・給付金のご請求について

保険金・給付金をもれなくご請求いただくために

保険金・給付金をお支払いできない場合、保険料の払込免除ができない場合

保険金・給付金をお支払いできる場合、できない場合（事例１～１2） 

保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表的事例
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目的別もくじ 下記のような場合は、ご案内のページをご覧ください。

お
申
込
み
に
あ
た
っ
て

こ
の
保
険
の

特
長
に
つ
い
て

保
険
料
に
つ
い
て

主な保険用語のご説明保険用語の意味がわからない
ページ
6

ページ
28

ページ
26

ページ
30

ページ
27

ページ
38

ページ
34

ページ
34

ページ
35

クーリング・オフ制度
（お申込みの撤回等）について

お申込みを撤回したい

告知に関する
お願いについて

健康状態・
職業等の告知
について

告知義務について知りたい

保障の開始（責任開始期）について
いつから保障が開始されるのか
知りたい

この保険の特長や付加できる
特約について知りたい

更新について知りたい

保険料の払込方法を
変更したい

保険料の払込方法を変えたい

保険料の払込猶予期間と
ご契約の失効について

保険料の払込みができなかった

ご契約の復活について失効した契約をもとに戻したい

保険料の払込みが
困難になられた場合について

保険料の負担を減らしたい

こんなときは… このページをご覧ください

ページ
22

ページ
40

「1年組み立て保険」の
しくみと特長

自動更新について

4
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▼案内先ページには、該当項目の箇所をアイコンで示しています。

保
険
金
等
に
つ
い
て

保
障
内
容
の

見
直
し
に
つ
い
て

ご
契
約
後
の
お
取
扱
い
に
つ
い
て

ご契約の内容に応じ、以下の
ような場合に保険金・給付金を
ご請求いただけます

保険金・給付金を
お支払いできない場合、
保険料の払込免除ができない場合

こんなときは… このページをご覧ください

ページ
44

ページ
50

保険金・給付金を
お支払いできない場合、
保険料の払込免除ができない場合ページ

50

ページ
47

ページ
62

ページ
40

ページ
41

ページ
37

ページ
41

指定代理人請求制度

保険料の払込免除
（身体障害の状態）

保障内容の見直しについて

生命保険と税金について

各種変更の手続きについて

ご契約の解約と
解約返れい金について

保険金等の支払いの
対象になるか知りたい

保険金等が支払われない
ケースについて知りたい

受取人が請求できない場合の
保険金等の受取について知りたい

保険料の払込免除について知りたい

保険金・給付金額を増額
または減額したい

特約を新たに付加したり
または解約したい

契約を解約したい

契約者・受取人を変更したい

保険証券を紛失してしまった

生命保険料控除や、保険金・給付金に
かかわる税金について知りたい

1

＜例＞

お申込みにあたって この保険の特長について 保険料について

保険金等について 保障内容の見直しについて ご契約後のお取扱いについて

5
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あ

か

さ

主な保険用語のご説明

オーソリゼーション（オーソリ）
【おーそりぜーしょん（おーそり）】

解約返れい金
【かいやくへんれいきん】

給  付  金
【きゅうふきん】

契約応当日
【けいやくおうとうび】

契約年齢
【けいやくねんれい】

高度障害
【こうどしょうがい】

告知義務
【こくちぎむ】

告知義務違反
【こくちぎむいはん】

失   効
【しっこう】

指定代理請求人
【していだいりせいきゅうにん】

支払事由
【しはらいじゆう】

死亡保険金受取人
【しぼうほけんきんうけとりにん】

保険料の払込みに使用するクレジットカードについて、有効性などをカード
会社に確認することをいいます。

ご契約を解約した場合に、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
損保ジャパンDIY生命の「1年組み立て保険」はすべて掛け捨て型ですの
で、解約返れい金はありません。

被保険者の入院・通院・手術などに対して、保険会社がお支払いするお金
のことをいいます。

契  約  日
【けいやくび】

保険期間などの計算の基準日のことをいいます。損保ジャパンDIY生命で
は、契約日は責任開始日の翌月1日となります。

ご契約後にむかえる、毎年または毎月の契約日に当たる日のことをいいます。

契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。

両眼の視力を永久に失うなど、重い障害のことをいいます。

ご契約のお申込みをされるとき等に、過去の傷病歴（傷病名・治療期間
など）、現在の健康状態や職業など、書面等や医師の質問により損保ジャパ
ンDIY生命がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれな
くお知らせ（告知）いただく義務のことをいいます。

告知の際に、おたずねしたことがらについて事実が告げられなかったり、事実
と異なる告知がされた場合のことをいいます。告知義務違反があったときは、
損保ジャパンDIY生命はご契約または特約を解除することがあります。

保険料払込の猶予期間が過ぎても保険料の払込みがなく、ご契約の効力
が失われることをいいます。

更　新
【こうしん】

保険期間が満了（※）したときに、健康状態にかかわらず、原則としてそれまでと同一
の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、
更新日現在の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は
通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければご契約は自動的に更新されます。
（※） 満了とは、一定の期間が終わることをいいます。

保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情があるとき、保険金
等の受取人に代わって請求を行うために、主契約の被保険者の戸籍上の配
偶者等、所定の範囲内で、あらかじめご契約者が指定した人のことをいいます。

死亡・発病・災害など、保険金や給付金をお支払いする理由となることがら
のことをいいます。

被保険者が死亡した際に支払われる死亡保険金を受け取る人のことを
いいます。お申込みの際にご契約者が指定します。

6
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ま

や

主  契  約
【しゅけいやく】

責任開始期と責任開始日
【せきにんかいしきとせきにんかいしび】

主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約とは異なる特別なお約束を
する目的で、主契約に付加する契約内容のことをいいます。

特   約
【とくやく】

「リビング・ニーズ保障」において、被保険者の余命が6か月以内と判断された
場合に被保険者などが請求するお金のことをいいます。死亡保険金範囲内
で、かつ3,000万円以下の金額とします。

特約基準保険金
【とくやくきじゅんほけんきん】

ご契約者が保険料を払い込む月のことで、月払契約では毎月、年払契約では
毎年の契約応当日の属する月のことをいいます。

払込期月
【はらいこみきげつ】

その人の死亡や入院などが保険の対象となる人のことをいいます。被保険者
【ひほけんしゃ】

失効したご契約の効力をもとの状態に戻すことをいいます。復　活
【ふっかつ】

交通事故など、思いがけない災害のことをいいます。不慮の事故
【ふりょのじこ】

被保険者の死亡や高度障害状態などに対して、保険会社がお支払いする
お金のことをいいます。

保  険  金
【ほけんきん】

損保ジャパンDIY生命と保険契約を結び、そのご契約におけるさまざまな
権利（契約変更の請求権など）と義務（保険料を払い込む義務など）を持つ
人のことをいいます。

保険契約者（ご契約者）
【ほけんけいやくしゃ（ごけいやくしゃ）】

保険金額・保険期間など、契約内容を具体的に記載した書類のことをいいます。保険証券
【ほけんしょうけん】

ご契約者から保険会社に払い込みいただくお金のことをいいます。保  険  料
【ほけんりょう】

不慮の事故によって1眼失明など一定の身体障害が生じた場合に、以後
の保険料を払い込む義務がなくなることをいいます。

保険料の払込免除
【ほけんりょうのはらいこみめんじょ】

保険金等が支払われない期間のことをいいます。損保ジャパンDIY生命の
月給保障においては、病気またはケガにより入院をされたときから、就業不
能保険金のお支払いを始めるまでの期間となります。

免責期間
【めんせききかん】

ご契約に関わるさまざまな取り決めを記載したもののことをいいます。約   款
【やっかん】

ご契約のベースとなる保障のことで、損保ジャパンDIY生命では「遺族保障」
のことをいいます。

ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の
属する日を責任開始日といいます。ご契約後においても、復活・増額・
ご契約後の特約の付加などに際して、それぞれ責任開始期が設定されます。
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ご契約のしおり

9

お せ 願知 と いら お

1 当社の組織形態（株式会社）について

保険契約の「媒介」と「代理」について

生命保険募集人について

個人情報のお取扱いについて

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」
「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との共同利用について

現在のご契約の解約・減額を前提として、
新たなご契約のお申込みをご検討の場合について

生命保険会社の業務または財産の状況の変化による
生命保険契約への影響の可能性について

「生命保険契約者保護機構」について

2

3

4

5

6

7

8

Ⅰ

「生命保険相談所」について9

2014年4月実施の商品改定について10
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1 当社の組織形態（株式会社）について

2 保険契約の「媒介」と「代理」について

3 生命保険募集人について

◆保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。

◆株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は、相互会社
のご契約者のように、「社員」（構成員）として会社の運営に参加することはできません。

◆生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して
保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。

◆生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約
のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。

◆当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約
締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は当社が承諾したときに有効に成立
します。

◆ご契約の成立後にご契約の内容の変更等をされる場合にも、原則としてご契約内容の変
更等に対する当社の承諾が必要になります。お手続きの内容について、詳しくは37ページ
　の「各種変更の手続きについて」をご覧ください。

◆当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しましてご確認をご要望の場合には、1ページ
の当社コールセンターまでお問い合わせください。

10

10
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4 個人情報のお取扱いについて

◆�当社は、個人情報を適正に取り扱うことが社会的責務であり重要であると認識し、個人情報
の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守して、お客さまの個人情報の保護に努めて
まいります。

11

当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客さまの個人情報を取得します。　　　　　
当社では、例えば、以下のような方法で個人情報を取得することがあります。

（取得方法の例）
　●  保険契約の申込書、保険金請求書などお客さまにご記入・ご提出いただく書類やお客さまにWeb等の画面へ

ご入力いただくことなどにより取得する場合
　● コールセンターにいただくお問合せへ対応するためにお電話の内容を記録または録音する場合
　● 生保協会等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合

当社は、取得した個人情報を以下＜1＞から＜３＞および４．に掲げる目的に必要な範囲で利用し、法令で定める
場合を除き、目的外には利用しません。　
また、当社は、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に応じて利用目的を限
定するよう努めます。利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等に公表します。

＜1＞生命保険業 
（1）  生命保険契約の引受けの審査、引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
（2）  保険金・給付金等の支払いの判断・手続き
（3）  当社が取り扱う商品および各種サービスのご案内またはご提供、代理、媒介、取次ぎ、管理
（4）   再保険契約の締結や再保険金、共同保険金等の受領、およびそれらのために引受保険会社等に個人

情報の提供を行うこと（引受保険会社等から他の引受保険会社等への提供を含む）
（5）  当社のグループ会社、提携先企業等が取り扱う商品・サービス等のご案内、ご提供、管理
（6）  各種イベント・キャンペーン・セミナーのご案内、各種情報のご提供
（7）  アンケートの実施や市場調査、データ分析の実施等ならびにそれらによる商品・サービスの開発・研究
（8）  ご本人かどうかの確認
（9）  お問合せ、ご意見等への対応
（10）当社が有する債権の回収
（11）当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む業務委託先等への提供
（12）当社職員の採用、販売基盤（代理店等）の新設、維持管理
（13） 他の事業者から個人情報（データ）の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託さ

れた当該業務の適切な遂行

＜2＞電話応対―通話録音
（1）  お問合せ、ご相談内容、ご契約内容等の事実確認
（2）  ご案内、資料発送等のサービス提供を正確に行うためのご連絡先の確認
（3）   電話応対を含む業務品質向上にむけた研修やデータ分析の実施等への活用

なお、以上の録音データは、原則、録音から6か月をこえて保有しません。

＜３＞その他
 その他、上記＜1＞から＜２＞に付随する業務ならびにお客さまとの取引および当社の業務運営を適切かつ円
滑に履行するために行う業務

1. 個人情報の適正な取得について

2. 個人情報の利用目的
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お 知 ら せ と お 願 いⅠ

当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの情報を第三者に提供することはありません。

当社は、生命保険制度の健全な運営を目的としたつぎの制度にもとづき、生命保険会社等との間で、個人デ－タ
を共同利用します。

＜保険契約等に関する情報の共同利用制度＞ 
　● 契約内容登録制度
　● 契約内容照会制度
　● 支払査定時照会制度
　※ 詳細については、当社ホームページの「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」をご覧ください。

（当社ホームページアドレス　ｈｔｔｐ://diy.co.jp）

＜生命保険会社職員・代理店・募集人等に関する情報の共同利用制度＞ 
　● 募集人登録情報照会制度
　● 合格情報照会制度
　● 退社者情報照会制度
　※ 詳細については、生命保険協会ホームページをご覧ください。

（一般社団法人　生命保険協会　ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp）

3. 第三者への提供

4. 個人情報の共同利用

当社は、保険業法施行規則第53条の10等にもとづき、お客さまの健康状態・病歴等のセンシティブ情報を、つぎ
に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。

＜1＞ 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意にもとづき業務遂行上必要な範囲でセンシ
ティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合

＜2＞ 相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または
第三者提供する場合

＜3＞ 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしく
は加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合

＜4＞法令にもとづく場合

＜5＞ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合

＜6＞ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

＜7＞ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協
力する必要がある場合

5. センシティブ情報の取扱い
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ご契約内容、保険金・給付金のお支払いに関するご照会については、下記「ご契約内容等に関するお問合せ窓
口」にお問い合わせください。当社は、ご照会者がご本人であることを確認させていただいたうえで、対応いたします。

6. ご契約内容・保険金・給付金のお支払いに関するご照会

お客さまからの個人情報保護法にもとづく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等に関するご請求につ
いては、「１１．お問合せ窓口」までお問い合わせください。
当社は、ご請求者がご本人または代理人であることを確認させていただくとともに、所定の手数料の入金を確認さ
せていただいたうえで、原則として書面にて回答させていただきます。
※ 開示、訂正等の手続きの詳細については、「個人情報保護宣言」の「開示等請求の手続き」をご覧ください。

7. 保有個人データの開示、訂正等

当社は、業務上取り扱う個人データを漏えい・滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のために、
個人情報保護の全社的な推進体制を整えるとともに、個人情報保護規程等の社内規程を定め、個人情報を取り
扱う部署における個人情報の適正な取扱いを確保します。

8．安全管理の取組み

ご契約内容等に関するお問合せ窓口

損保ジャパン･ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社　コールセンター

0120-833-337
ホームページアドレス http://diy.co.jp

受付時間：9：００～２１：００（土曜日は１７：００まで）
※日曜日・祝日を除く

当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、お客さまの個人情報の取扱いを委託する場合があります。委
託する場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切に監督いたします。　　　　　　
当社では、例えば、以下のような場合に個人データの取扱いを委託しています。

（委託する業務の例）
　●  保険証券等の発送に関わる事務
　● 各種送付物の発送に関わる事務
　● 情報システムの運用・保守に関わる業務

9．個人情報の取扱いの委託 
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11．お問合せ窓口

当社の個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、下記「個人情報の取扱いに関するお問合せ窓
口」にお問い合わせください。 

個人情報の取扱いに関するお問合せ窓口

当社は認定個人情報保護団体である生命保険協会の対象事業者です。
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

10． 認定個人情報保護団体

一般社団法人　生命保険協会　生命保険相談室
TEL 03-3286-2648
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
受付時間 ： 9：00～17：00 （土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く）
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp

なお、「個人情報保護宣言」全文については188ページをご覧ください。

損保ジャパン･ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社　コールセンター
〒１６０-００２３　東京都新宿区西新宿6-10-1　日土地西新宿ビル

0120-334-303（個人情報専用）受付時間：9：００～２１：００（土曜日は１７：００まで）
※日曜日・祝日を除く

ホームページアドレス http://diy.co.jp
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5 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との共同利用について

当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国
共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または
特約付加（以下「保険契約等」といいます。）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等（以下

「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農
業共同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。）にもとづき、当社の保険契約等に関する下記
の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事
項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合
または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生
命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていた
だくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日ま
たは特約の中途付加日（以下「契約日等」といいます。）から５年間（被保険者が15歳未満の保険契約等については、

「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間）とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払
いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社
の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることが
できます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続
きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、
1ページに記載の当社コールセンターにお問い合わせください。

 
  

その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
　一般社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

◆当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正し
く確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定
時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の
者と共同して利用しております。

1. 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

あなたのご契約内容が登録されることがあります。

〈1〉保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに
住所（市・区・郡 までとします。）

〈２〉死亡保険金額および災害死亡保険金額
〈３〉入院給付金の種類および日額
〈４〉契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
〈５〉取扱会社名

▼登録事項
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平成１７年1月31日から、当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保
険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協
同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といいます。）とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契
約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取消しもしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいま
す。）の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有
する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が
発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一
般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提
供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）が
あります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されるこ
とはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保
険会社等によるお支払等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用され
ることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったとき
は、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に
公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保
険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違
している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項
記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提
供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、1ページに記載の当社コールセンターにお問
い合わせください。

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料
とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金
額、共済掛金と読み替えます。

※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
　一般社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

2. 「支払査定時照会制度」について

保険金などのご請求に際し､あなたのご契約内容などを照会させていただくことがあります｡

つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後５年を経過した契約に係るものは除きます。

〈1〉被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします。）

〈２〉保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の事項は、照会
を受けた日から５年以内のものとします。）

〈３〉保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、
死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、
各特約内容、保険料および払込方法

▼相互照会事項
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7 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による
生命保険契約への影響の可能性について

◆現在ご加入中のご契約を解約・減額しますと、つぎのとおり、契約者にとって不利益となる
ことがあります。

1.多くの場合、解約返れい金は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となり、一定期
間の契約継続を条件とする配当の請求権等を失うこととなる場合があります。

2.新たにお申込みをされるご契約について、告知が必要な傷病歴等がある場合には、健康状態
などによりお断りする場合や、新たなご契約の締結時に正しく告知をされなかったためにつぎ
の①または②のとおり解除・取消しや無効となる場合があります。

①新たにご契約いただく一般の契約の場合と同様に告知義務があります。また、新たなご契約の
責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定等が適用されます。

②詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約に際しての詐欺の行為等が適用
の対象となります。

◆生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、
年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員
である生命保険会社（当社は会員として加入しています。）が経営破綻に陥った場合、生命
保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合にも、ご
契約時の保険金額、年金額、給付金額等の削減など、契約条件が変更されることがありま
す。詳細については、「生命保険契約者保護機構」までお問い合わせください。

6 現在のご契約の解約・減額を前提として、
新たなご契約のお申込みをご検討の場合について
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8 「生命保険契約者保護機構」について

■ 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に
陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険
契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支
払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって
生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。

■ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが
困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援
助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

■ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（※1）に係る部分
を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約（※2）を除き、責任準備金等（※3）

の90％とすることが、保険業法等で定められています（保険金・年金等の90％が補償されるものではありませ
ん。（※4））。

■ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持す
るために、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行われ
る可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度
（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除
を行う制度）が設けられる可能性もあります。

◆当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」といいます。）に加入しております。保
護機構の概要は、以下のとおりです。

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契約に係る特
別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です（実際
に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります）。

※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（注1）を超えていた契約を指します（注2）。当該契約については、責任準備金等の
補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。

● 高予定利率契約の補償率＝90％－｛（過去5年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2｝

  （注1） 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。
現在の基準利率については、保護機構のホームページで確認できます。

  （注2） 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約
とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出
している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高
予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料
を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等を
いいます。

※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額についても、その90％が補償されるものではありません。
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（注1） 上記の「財政措置」は、平成29年（2017年）3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出
による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注2） 破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い
取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高予定利率
契約については、18ページ※2に記載の率となります。）

救済保険会社が現れた場合

救済保険会社が現れない場合

保険契約の全部・一部の
移転、合併、株式取得

破綻保険会社 保護機構 会員保険会社

民間金融機関等

国救済保険会社保険契約者等

補償対象
保険金の支払い

（注2）

保険金請求権等の買取り
（注 2）

保険金等の支払い

資金援助

補償対象保険金支払に係る
資金援助

負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注1）

破綻保険会社 保護機構

承継保険会社

会員保険会社

民間金融機関等

国保険契約者等

補償対象
保険金の支払い

（注2）
保険契約の承継

保険契約の
引受け

保険金請求権等の買取り
（注 2）

保険金等の支払い

補償対象保険金支払に係る
資金援助 負担金の拠出

資金貸出

財政措置（注1）

▼仕組みの概略図

◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正
により変更される可能性があります。

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時

●生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先

生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
ホームページアドレス　http:/ /www.seihohogo.jp/
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お 知 ら せ と お 願 いⅠ

9 「生命保険相談所」について

◆一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは
不可）・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。
また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてご相談等をお受けしております。�
詳しくは、ホームページアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
http://www.seiho.or.jp/contact/about/にてご確認ください。　　　　　　　　　�
なお、生命保険相談所が苦情等の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を
依頼した後、原則として1か月を経過してもご契約者等と生命保険会社との間で解決がつ
かない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定委員会を設
け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っています。

10 2014年4月実施の商品改定について

◆ご契約日が2014年3月1日以前のご契約者の皆さまへ　　　　　　　　　　　　　
2014年3月1日以前を契約日とするご契約については、2014年4月1日以降に更新を迎える
ご契約から、つぎのとおりの商品改定が適用されます。

（1）�指定代理請求人の範囲の拡大
被保険者の戸籍上の配偶者または被保険者の３親等内の親族であれば、被保険者と同居ま
たは生計を同一としない場合でも、指定代理請求人としてご指定いただけます。

（2）�死亡保険金をお支払いする際に、死亡保険金受取人が亡くなっている場合のお取扱いの変更
死亡保険金受取人が亡くなっている場合に、その法定相続人が複数人であるときは、死亡保
険金の受取割合を均等とします。

（3）�リビング・ニーズ保険金の限度額の拡大
リビング・ニーズ保険金としてご指定いただける金額を3,000万円までとします。

（4）�骨髄等ドナーへの給付の追加
入院保障の手術給付金の支払対象となる手術に、「骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採
取手術」を追加し、保障を拡大します。

（5）�保険金・給付金のお支払期限の見直し
確実で適正なお支払いを可能とするため、保険金・給付金のお支払期限を5営業日とします。
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3 インターネットによる保険契約申込について
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1 主契約（遺族保障）について

2 特約について

❶入院保障

❷ガン保障（無配当ガン医療特約）

❸月給保障（無配当就業不能保障特約・入院のみ保障特約）

リビング・ニーズ保障（リビング・ニーズ特約）

● 病気やケガによる入院・手術・通院に備えます。
● ガン・急性心筋こうそく・脳卒中の発病に備えます。＊

＊無配当特定疾病診断給付特約Ⅰ型はご契約時に契約年齢15歳以上のご契約に付加されております。

● 被保険者が死亡したときまたは両眼失明などの重い障害
の状態になられたとき、死亡保険金または高度障害保
険金をお支払いします。

● 被保険者が交通事故などの不慮の事故により、1眼失明
などの障害の状態になられたときは、以後の保険料の払
込みを免除します。

● 保険期間は1年ですが、被保険者の健康状態にかかわら
ず、そのままの保障内容で90歳まで＊毎年自動的に更新さ
れます。
＊月給保障および特別な条件（保険料の割増）を付加されているご契約は
60歳までの更新となります。

● ガンによる入院・手術・通院に備えます。

● 病気やケガにより長期の入院をされ、働けなくなったときに備えます。

● 回復の見込みのない病気などで余命が6か月以内と判断されたときは、生存中に遺族保障の保険金額の全部
または、一部（ご請求時に3,000万円を限度としてご指定いただきます。）をリビング・ニーズ保険金として受け取っ
て活用することができます。

【 しくみ 】

【 保障についての特約 】

＜特長＞

● あなたに合った保険がつくれます。
● 掛け捨て型で解約返れい金や満期保険金のない生命保険です。
● 保障内容を1年ごとに見直せます。40ページ    の「保障内容の見直しについて」をご参照ください。
● 主契約をベースに、特約（入院保障、ガン保障、月給保障）を必要に応じて組み合わせることができます。

保障期間

保
険
金
額

90歳保険期間（1年）

死亡保険金
高度障害保険金

● 保障内容を変更しない場合は
  自動更新となります。
● 保険期間は最長90歳までとな
  ります。

保険金額の増額
（特約付加）

増額（特約付加）する場合には
告知（診査）をお願いします。

更新された場合には保険期間は
継続されたものとします。

遺族保障（主契約）の保障額を自分で決め、必要に応じて特約を選んで組み合わせら
れます。だからあなただけの保険がつくれます。

12

● 1泊入院から受取型（短期入院特約付無配当医療特約・無配当特定疾病診断給付特約）
  2日以上継続して入院された場合、1日目からお支払いします。
● 5日目から受取型（無配当医療特約・無配当特定疾病診断給付特約）
  5日以上継続して入院された場合、5日目からお支払いします。

▼入院保障は、つぎの2タイプからいずれかをお選びいただけます。
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❶割引額
ご夫婦両方のご契約の保険料から、遺族保障の保険金額100万円につき月払保険料をそれぞ
れ5円割引きします。

❷割引きの対象となるのはご夫婦の契約がつぎの全てに該当する場合です。
（ふうふセット特約付加の要件）
■ 被保険者が戸籍上の夫婦であること。
■ ご契約者が同一人であること。ご夫婦の契約が、共に新規の場合は、契約者は夫としてくださ
い。ただし、ご契約後に両方のご契約者を妻にすることも可能です。

■ 保険料の払込みは同一銀行口座または同一カードであること。いずれの場合もご契約者名義
であることを要します。

■ 保険料の払込方法が月払いであること。

❸ふうふセット特約の保険料割引はつぎの場合には適用がなくなります。
　（注） 割引保険料が適用されなくなった後に、割引きされた保険料が払い込まれていたときは、その差額を領収させていただ

きます。

■ 一方のご契約が解約・満了・解除、その他の事由により消滅した場合
■ 一方のご契約が保険料払込免除に該当した場合
■ ❷の要件を満たさなくなった場合

❹ご契約者（保険料負担者）、被保険者、および保険金の受取人の関係によって、死亡
保険金に対する税金が異なりますのでご注意ください。 詳しくは42ページ参照

● 契約日または更新日現在の満年齢および保険料率により、保険料が計算されます。
● 当社は“自然保険料方式”を採用しています。“平準保険料方式”と比べても5年・10年単位で見た
場合、合計保険料は大きくは変わりません。

被保険者を夫と妻とする2件のご契約にこの特約を付加することにより、月払保険料に割引保険料
が適用となります。
※インターネットによるお申込みの場合には、この特約は付加いただけません。

①自然保険料方式（当社）
　年齢ごとの死亡率を基に保険料を算出（年齢ごとに死亡
率が違うので、保険料は1年ごとに上がります。）

②平準保険料方式
5年間・10年間の保険料総額をならして算出（5年後・10
年後の更新時に保険料が上がります。）

【 年齢に応じて保険料は上がります 】

【 ふうふセット特約（保険料合算払込特約（夫婦型）） 】

①

②

年齢

保
険
料
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この保険は、電磁的方法（インターネット）によりお申し込みいただくことが可能です。
※被保険者は保険契約者本人であり、かつ、20歳以上の方に限ります。

 ●  インターネットによりこの保険にお申し込みいただく際は、インターネット上の当社所定の保険契約申込画面に
したがって申込みおよび告知に関する事項を入力のうえ当社に送信してください。

 ●  当社は、保険契約者から送信された所要事項の受信をもって、保険契約の申込みおよび告知があったものとし
ます。

 ●  お手続画面は保険契約者（被保険者）ご自身で入力してください。
 ●  その他、お申込手続きに関する詳細は、保険契約申込画面にてご確認ください。

3 インターネットによる保険契約申込について

■電磁的方法とはつぎに掲げる方法を指します。
 ●  当社から、保険契約者等（保険契約の申込者、保険契約者または被保険者）に対して通知等を行う場合

解説約款上の記載
会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を
行うべき事項を送信し、保険契約者等の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法

会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険
契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録する方法

当社がインターネット上に用意した、重要事項説明書（契約
概要・注意喚起情報）、契約申込書（お客さま控え）などの電
子ファイルを保険契約者等の使用するパソコンにダウンロード
し、保存していただくことを指します。

当社から保険契約者等の使用するパソコンにEメールで通知
などを送信することを指します。

会社の閲覧ファイル（会社の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧
に供するための通知等を行うべき事項を記録させるファイルを
いいます。）に記録された内容中、通知等を行うべき事項を電
気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法

当社がインターネット上に一般的なお知らせなどの掲示を行
い、不特定多数の方に閲覧いただくことを指します。

 ●  保険契約者等から当社に対して通知等を行う場合

解説約款上の記載
保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示す
る手続きにしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子
計算機を用いて通知等を行うべき事項を送信する方法

インターネット上の当社所定のお手続画面などにしたがって、
保険契約者等に必要事項を入力のうえ送信していただくこと
を指します。

※「インターネット申込に関する特約」は、P185をご覧ください。

「 1 年 組 み 立 て 保 険 」の し く み と 特 長Ⅱ
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1 告知に関するお願いについて

傷病歴がある場合のお取扱いについて

意向確認について

ご契約のお手続きについて

保障の開始（責任開始期）について

契約日について

保険料領収証について

クーリング・オフ制度（お申込みの撤回等）について

契約確認制度へのご協力のお願いについて

申込書類のお取扱いについて

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ⅲ

保険証券のご確認について11
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「 1 年 組 み 立 て 保 険 」の ご 契 約 に あ た っ てⅢ

1 告知に関するお願いについて

4 ご契約のお手続きについて

2 傷病歴がある場合のお取扱いについて

3 意向確認について

①ご契約者や被保険者には健康状態などについて、告知をしていただく義務があります。
もし故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合、ご契約
または特約を解除することがあります。

②告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人（当社の職員・代理店を含み
ます。）には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませ
んので、ご注意ください。

健康状態や職業など、ありのままを告知してください。

①医師による診査が必要な場合、当社指定の医師以外ではお取扱いができません。必ず当社からの案内に従
い、所定の医師による診査を受診してください。

②途中でお申込みを取り下げたい場合は、申込者ご本人からの、書面またはお電話にてお受けいたします。

当社に契約申込書が到着次第※速やかに審査を開始いたします。お申込後にお手続き等
が必要な場合には、電話や書面でご案内いたしますので、速やかにご対応いただきますよう
ご協力をお願いいたします。
※インターネットによるお申込みの場合には、お申込完了日の翌営業日から審査を開始いたします。

①医師による診査、または追加の詳しい告知、健康診断書等が必要となる場合があります。

②契約者間の公平性を保つため、ご契約に条件をつけさせていただく場合やご契約をお断りする場合があります。

追加のお手続きをお願いする場合やご契約をお断りさせていただくことがあります。

● 保険料の割増………普通保険料に上乗せして、特別保険料をお支払いいただきます。
● 特定疾病不支払……特定のご病気について、一定期間給付金のお支払対象外とします。
● 特定部位不支払……特定のお体の部位について、一定期間給付金のお支払対象外とします。
● 保障内容の変更……保障内容を減額してお引き受けするか、特約の付加を見合わせていただきます。

▼条件をつけさせていただく例

総合的に見て、お申込内容がお客さまのご意向に沿わない場合にはご契約をお引き受けすることができません。

今回お申込みいただく内容が、お客さまのご意向に沿ったものか、書面やインターネット上の
当社所定の保険契約申込画面およびお電話等で確認させていただきます。

詳しくは29ページ参照

（注）特別条件特約を付加した場合に、不支払対象となる特定疾病または特定部位一覧は、
　　　　187ページ〔別表〕を参照ください。
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5 保障の開始（責任開始期）について

6 契約日について

▼ご契約のスケジュール（保険料お支払い）例

（注）お引受審査の関係などで、契約日が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

①クレジットカード扱の場合
第1回保険料のオーソリゼーション（カードの有効性などの確認）のとき

②口座振替扱の場合
第1回保険料の口座振替のとき

お引受審査完了後、つぎの①または②のときから保障が開始されます（責任開始期）。

責任開始期から契約日までの間に保険金等の支払事由または保険料払込免除事由が生じた場合には、契約年
齢および保険期間は責任開始期を基準に再計算します。

責任開始期の翌月1日が契約日となります。ご契約年齢、保険期間の始期は契約日を基準に
計算します。

クレジットカード扱の
場合

7月 8月 9月 10月

口座振替扱の
場合

＊責任開始は第1回
　オーソリゼーション完了時

ケース1 1日～20日申込書到着 1日 契約日

1日 契約日

1日 契約日

1日 契約日

27日 第1回保険料引落し
（責任開始）

27日 第1回保険料引落し
（責任開始）

21日～末日申込書到着

1日～25日申込書到着

26日～末日申込書到着

ケース2

ケース3

ケース4

ガンに関する保障の責任開始期
ガン保障の給付金および入院保障のガン診断給付金については①または②の責任開始期から90
日を経過した日の翌日（91日目）となります。
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9 契約確認制度へのご協力のお願いについて

お申込みの後やご契約後に、お申込内容や告知内容の確認のため、当社よりお電話をさせていただくことや、当
社で委託した確認担当者がご訪問させていただくことがございますので、その際にはご協力をお願いします。
また、保険金・給付金もしくは保険料払込免除のご請求の際にも、当社で委託した確認担当者がご請求内容等に
ついて確認にお伺いする場合があります。

お電話やご訪問による契約確認にご協力ください。

11 保険証券のご確認について

ご契約をお引き受けいたしますと、保険証券をご契約者にお送りします。また、ご契約者と被保険者が異なる場合
には、被保険者ご本人にも保険証券（写）をお送りします。お申し込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめく
ださい。万一、相違する点などございましたら、お手数でも1ページに記載の当社コールセンターにご連絡願います。

保険証券をお確かめください。

10 申込書類のお取扱いについて

当社では、個人情報の保護および審査上の理由からお申込みにあたってご提出いただいた書類（健康診断書等
を含みます。）はご返却しておりません。
なお、健康診断書については、原本一式のコピーに自署をいただいたもののご提出をお願いしておりますので、ご
協力をお願いいたします。

お申込みの際にご提出いただいた書類については、お引受審査の結果に関わらずご返却い
たしませんので、あらかじめご了承ください。

7 保険料領収証について

領収証の発行は省略させていただいております。

8 クーリング・オフ制度（お申込みの撤回等）について

● 契約者の氏名（自署）、住所　
● 申込書に押印したものと同一印（インターネットによるお申込みの場合は認印で可）
● 登録番号（引受内容確認書の表面に記載されている15桁の番号 ）　
●「申込みの撤回等」をする旨 
＜例＞先般申込みの生命保険契約をクーリング・オフいたします。

▼書面に記載いただく内容 （書式は自由です。）

書面でのお手続きが必要となります。また、書面の発信時（郵便の消印日付）により効力を生じますので、郵便によ
り当社に発信してください。すでに払い込みいただいた保険料がある場合はご返金させていただきます。

保険契約者はお引受け審査完了後にお届けする「引受内容確認書」の交付日から1か月以内
であれば、書面により契約をクーリング・オフ（お申込みの撤回またはご契約の解除）すること
ができます。
※ご契約の更新の際には、クーリング・オフ制度の適用はありません。

「 1 年 組 み 立 て 保 険 」の ご 契 約 に あ た っ てⅢ
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ご 契 約 の お 手 続 きⅣ

30

に つ い て

生命保険は多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態のよ
くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件で契約されますと保険料負担の公平性が保たれま
せん。そのため、ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名・治療期間など）、現在の健康状態、身体の障がい状
態、職業などについて、当社（当社指定の医師を含む）がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にも
れなくお知らせ（告知）いただく義務があります。

告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人（当社の職員・代理店を含みま
す。）は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、
ご注意ください。

1. 告知義務について

2. 告知受領権について

1 お手続きの流れについて

2 健康状態・職業等の告知について

当社に契約申込書が到着次第※速やかに審査を開始いたします。お申込後にお手続き等が
必要な場合には、電話や書面でご案内いたします。
※インターネットによるお申込みの場合には、お申込完了日の翌営業日から審査を開始いたします。
※下記 1 2 につきましては、当社の生命保険募集人よりご案内・ご説明等させていただく場合がございます。

ご契約※にあたっては「告知書」などで当社がおたずねすることについて、事実をありのままに
正確にもれなくお知らせ（告知）ください。
※新規ご加入、復活および保険金・給付金額の増額等のご契約内容変更のことをいいます。

パンフレットや当社Web
サイトを使ってご自分に
合った保険をおつくりく
ださい。

お申込内容
のご検討1 お申込み2

お引受けが決定いたしますと「引受内容確認書」と「ご契約
のしおり／約款」をお送りします。
■保障の開始
クレジットカード扱：第1回保険料のオーソリゼーションのとき
口座振替扱      ：第1回保険料の口座振替のとき

4 「引受内容確認書」のお届けと
保障の開始

ご契約者あてに保険証
券をご送付します。内容
をご確認のうえ大切に
保管してください。

保険証券の
お届け5

お申込み後、お引受け
の可否について総合
的な審査をさせていた
だきます。

ご契約の
お引受審査3

〈郵送によるお手続きの場合〉
申込書・告知書にご記入のうえ専用封筒にてお送りください。
※お申込内容により、健康診断書等を同封ください。

お申込手続きをされた方が保険契約申込人ご本人さまであることを確認す
るため、ご本人さまのみがお受取り可能な方法でお送りした書類をお受け
取りいただくか、ご本人さま確認のできる書類をご提出いただくかのいずれ
かのご対応をお願いします。
（ご本人さま確認ができない場合は、ご契約が成立しませんので、あらかじめご了承くだ
さい。）

〈インターネットによるお手続きの場合〉
インターネット上の当社所定の保険契約申込画面にて、申込み・告知内容の入
力および送信を行ってください。
※お申込内容により、健康診断書等が必要となる場合には、後日当社よりご連絡をさせて
いただきます。
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告知書のご提出をもって審査をさせていただく方法です。また、告知内容等により、健康診断書をはじめとした資料
のご提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

当社が指定する医師による診査をお受けいただく方法です。当社指定の医師が口頭で告知を求める場合がありま
すので、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。告知いただいた内容は医師により記録されますので、
ご確認のうえ自署欄にご署名ください。なお、必要に応じて当社から受診の要領についてご案内をさせていただき
ますので、受診をされる場合にはその案内にしたがってください。

当社所定の健康診断書と告知書をご提出いただく方法です。健康診断の受診日が告知日の過去1年以内である
ことが必要です。なお、当社所定の健康診断書とは以下の健康診断の結果通知書をいいます。

● 責任開始日または復活日から3年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が3年以内に発生してい
た場合には、ご契約または特約を解除することがあります。

● ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、これを
お支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除
することはできません。
 （ただし、「保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によって
は、保険金・給付金をお支払いする、または保険料のお払込みを免除することがあります。）

1. 告知書扱

3. 嘱託医扱

2. 健康診断書扱

イ）告知いただくことがらは、告知書に記載（インターネットによるお申込みの場合には、インターネット上の当社所
定の保険契約申込画面に表示）してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を
告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日（復活の場合は復活日）から3年以内であ
れば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

ロ）告知にあたり、生命保険募集人が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げ
ることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうし
た行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかっ
たかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

3. 告知内容が事実と相違する場合

3 必要な医的審査について

被保険者のご加入時の年齢、保険金額によって必要な医的審査は異なります。また、告知いた
だいた内容等によっても、健康診断書や検査の結果票等のご提出をお願いすることがあります。

● 勤務先の定期健康診断…… 労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断。
● 地域の住民健康診査………「健康増進法」に定める「健康診査等指針」に基づく健康診査。
● 医療保険者の特定健診…… 「高齢者の医療の確保に関する法律」に定める「糖尿病等の生活習慣病に関す    

　る健康診査」。
● 人間ドック……………………設備の整った医療施設にて多項目の検査を集中的に行う総合健診。
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保険料のお払込みはクレジットカード扱または口座振替扱となります。お申込みから保障の開始までの流れはつぎ
のとおりです。

● 月払い……保険料を毎月払い込みいただく方法です。新規のご契約の際に毎月の保険料が2,000円未満とな
る場合には、年払いとさせていただきます。

● 年払い……1年分の保険料を払い込みいただく方法です。なお、ご解約等により、ご契約が有効期間中に消滅
した場合には解約返れい金はありませんが、いまだ到来していない契約期間分の保険料（未経過
保険料）をお支払いできる場合があります。詳しくは、36ページ　 の「保険料の払込みが不要となっ
た場合のお取扱いについて」をご覧ください。

1. クレジットカード扱と口座振替扱

2. 月払いと年払い

5 保険料の払込方法について

保険料のお払込みは、「クレジットカード」による方法と「口座振替」による方法からお選びいた
だけます。また、払込回数には「月払い」と「年払い」があります。
※インターネットによるお申込みの場合には、「クレジットカード」による方法のみご利用いただけます。

申込書・告知書
口座振替依頼書のご提出

申込書・告知書のご提出

当社から「引受内容確認書」のご送付

第1回保険料の口座振替（＝責任開始）当社から「引受内容確認書」のご送付

契約日
（責任開始期の翌月1日）

契約日
（責任開始期の翌月1日）

口座振替扱の場合クレジットカード扱の場合

第1回保険料のオーソリゼーション（＝責任開始）

契約確認制度は生命保険業界各社において行われていますので、ご協力をお願いいたします。

4 契約確認制度について

お申込みの後やご契約後に、お申込内容や告知内容の確認のため、当社よりお電話をさせ
ていただくことや、当社で委託した確認担当者がご訪問させていただくことがあります。

9
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ご契約のしおり

ご 後 い契 に て約 つ

1 第2回目以降の保険料の払込みについて

保険料の払込猶予期間とご契約の失効について

ご契約の復活について

保険金・給付金お支払時等に未払込保険料がある場合について

保険料の払込みが困難になられた場合について

死亡保険金受取人の変更について

死亡保険金受取人が死亡された場合について

被保険者による解除請求について

保険料の払込みが不要となった場合のお取扱いについて

各種変更の手続きについて

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ⅴ

自動更新について

保障内容の見直しについて

ご契約の解約と解約返れい金について

生命保険と税金について

11

12

13

14
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領収証の発行は省略させていただきます。

3. 保険料領収証について

1 第2回目以降の保険料の払込みについて

イ）当社および当社が委託している収納代行会社が提携している金融機関等で、ご契約者指定の預金口座から
27日に振り替えられます。なお、27日が金融機関等の休業日にあたる場合はそのつぎの営業日が振替日となり
ます。

ロ）27日に預金口座から振替えができなかった場合は、つぎのとおり取り扱います。

月払契約 ： 翌月の27日に2か月分の保険料の口座振替を行います。

年払契約 ： 翌月の27日に再度保険料の口座振替を行います。

イ）当社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードによりつぎのとおりカード決済がされます。

ロ）オーソリゼーションができなかった場合には、別のクレジットカードで払い込みいただくかまたは口座振替による
払込方法に変更してください。

ハ）クレジットカードの会員番号または有効期限が変更された場合には、1ページに記載の当社コールセンターまで
ご連絡ください。お手続き等についてご案内いたします。なお、ご契約者からのご連絡の前に、カード会社から
当社へ変更内容が通知された場合は、通知された内容にて以後の保険料を払い込みいただくこととなります
ので、あらかじめご了承ください。

1. 口座振替による払込みの場合

2. クレジットカードによる払込みの場合

オーソリゼーションの日

毎月1日
（当社の休業日にあたる場合は、つぎの営業日とします。） カード会社の会員規約によります。

カード会社からのご契約者への口座振替請求

3 ご契約の復活について

ご契約が失効した場合でも、失効の日から3か月以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。ただし、ご
契約の解約を請求された場合や健康状態によっては復活できません。復活に際しては失効している期間の保険料
の払込みと告知が必要となります。なお、復活の際の責任開始期については、お手続きの際にお知らせいたします。

2 保険料の払込猶予期間とご契約の失効について

保険料の払込みには猶予期間がありますが、猶予期間中に払込みがないご契約は効力を失います。

月払契約の場合 ： 払込期月（※）の翌月初日から末日まで
年払契約の場合 ： 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで

▼猶予期間はつぎのとおりです。

※払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日までのことをいいます。

34
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4 保険金・給付金お支払時等に未払込保険料がある場合について

保険金・給付金の支払事由が生じた場合に未払込保険料があるときは未払込保険料を差し
引いた金額をお支払いします。また、保険料の払込免除事由が生じた場合に未払込保険料
があるときはその未払込保険料を払い込んでいただきます。

5 保険料の払込みが困難になられた場合について

保障金額は少なくなりますが、保険金額・給付金額を当社の定める範囲内で減額することによ
り、保険料の払込額を少なくしてご契約を継続することができます。具体的なお手続きにつきま
しては、当社コールセンターにご相談ください。

6 死亡保険金受取人の変更について

つぎの場合には、死亡保険金受取人を変更することができます。
1.当社への通知により変更する場合
①ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更
することができます。
②死亡保険金受取人を変更される場合には、ご契約者が当社へご通知ください。通知が当社に到達した場合に
は、死亡保険金受取人はその通知が発信されたときにさかのぼって変更されます。

2.遺言により変更する場合
①ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変
更することができます。

②死亡保険金受取人を変更される場合には、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人が当社へご通知くだ
さい。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力は生じません。

（注）当社がその通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金
受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。

7 死亡保険金受取人が死亡された場合について

新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきますので、すみやかに当社にご連
絡ください。
死亡保険金受取人が死亡された時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金
受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。死亡保険金受取人となる人が2人以上いる場
合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。

35
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8 被保険者による解除請求について

ご契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎの①から④までの事由に該当するときは、
被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者
から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解除を行う必要があります。

①ご契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生
させた、または発生させようとした場合。

②保険金受取人がご契約にもとづく保険金の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合。

③上記①②のほか、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難と
する重大な事由がある場合。

④ご契約者と被保険者の間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意を
するにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合。

9 保険料の払込みが不要となった場合のお取扱いについて

保険料の払込方法が年払いのご契約の場合、保険料を払い込みいただいた後に、ご契約の
消滅等（ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。）により、保険料の払込
みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
※払込方法が、月払いのご契約については、このお取扱いはありません。

すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごと
の応当日からその月ごとの応当日の属する保険期間の末日までの月数に対応する保険料相当額（未経
過保険料）
※ここで、すでに払い込まれた保険料とは、入院給付日額の減額など保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要し
　なくなった部分に限ります。

【年払契約】 ※口座振替による払込みで、更新されたご契約の場合

＜ご契約例＞　契約応当日：１月１日　月ごとの応当日：毎月１日

１月２７日に年払保険料を払い込んだ後、５月２０日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した５月２０日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの
応当日は６月１日となります。したがって、６月１日から１２月３１日までの７か月分に対応する保険料相当額をお支払
いします。

契約
応当日
1/1
▼

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 ▲
解約
5/20

6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

口座
振替日
1/27
▼

月ごとの
応当日
6/1
▼

契約
応当日
1/1
▼

７か月分
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10 各種変更の手続きについて

各種変更手続きについてご案内いたします。（2014年7月現在）
1ページに記載のコールセンターへご契約者本人からお電話いただくとお手続きがスピーディ
です。
※お電話をお受けした際には、ご本人さま確認をさせていただいております。

※［指定代理請求人］とは、被保険者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてその保険金等を請求する
ことができる人で、ご契約者があらかじめ指定した人のことをいいます。

保険料払込口座変更

名義変更（契約者変更）

月給保障（就業不能保障特約）を付加している場合のみ
被保険者業務変更

ご要望

保険料振替口座を変更したい

ご契約者を変更したい

被保険者の職業が変わったことを
通知したい

必要となるお手続き 受付窓口

3 被保険者の転職・退職

お手続きに際して 証券番号が必要となりますので、「保険証券」や「更新のご案内」で事前にお調べください。

住所変更（注）

保険料払込口座変更

1 引越し
ご要望

保険料振替口座を変更したい

必要となるお手続き 受付窓口

お電話 Web
サイト お手続希望票

住所・電話番号の変更をしたい

（注） ご契約者さまご本人からのお電話でお手続きが完了します。

住所変更（注）

名義変更（改姓）

名義変更（契約者変更）

名義変更
（死亡保険金受取人変更［指定代理請求人※変更］）

保険料払込口座変更

保険料払込カード変更

2 ご結婚
ご要望

転居に伴い住所・電話番号の変更をしたい

改姓手続きをしたい

ご契約者を変更したい

受取人を変更したい

保険料振替口座を変更したい

保険料払込クレジットカードを変更したい

必要となるお手続き 受付窓口

（注） ご契約者さまご本人からのお電話でお手続きが完了します。
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住所変更（注）

名義変更（改姓）

名義変更（契約者変更）

名義変更
（死亡保険金受取人変更［指定代理請求人※変更］）

保険料払込口座変更

保険料払込カード変更

保険料払込口座変更

保険料払込カード変更

保険料払込方法（経路）変更

保険料払込方法（回数）変更（注）

ご要望

保険料振替口座を変更したい

保険料払込クレジットカードを変更したい

口座振替扱をクレジットカード扱にしたい
クレジットカード扱を口座振替扱にしたい

月払いを年払いに変更したい
年払いを月払いに変更したい

必要となるお手続き

必要となるお手続き

受付窓口

受付窓口

7 保険料の払込方法を変更したい

名義変更（契約者変更）

名義変更
（死亡保険金受取人変更［指定代理請求人※変更］）

ご要望

ご契約者を変更したい

受取人を変更したい

必要となるお手続き 受付窓口

6 ご契約者・受取人の死亡

（注） 更新時のみのお取扱いです。

ご要望

転居に伴い住所・電話番号の変更をしたい

改姓手続をしたい

ご契約者を変更したい

受取人を変更したい

保険料振替口座を変更したい

保険料払込クレジットカードを変更したい

4 離婚

（注） ご契約者さまご本人からのお電話でお手続きが完了します。

住所変更（注）

ご要望

海外へ転居する手続をしたい

必要となるお手続き 受付窓口

5 海外への転居

（注） ご契約者さまご本人からのお電話でお手続きが完了します。
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受付窓口必要となるお手続き

解約

非更新

名義変更
（死亡保険金受取人変更［指定代理請求人※変更］）

保険証券再発行

ご要望

ご要望

ご要望

解約したい

契約を更新したくない

保険証券を再発行してほしい

必要となるお手続き

必要となるお手続き

受付窓口

受付窓口

死亡保険金受取人を変更したい

8 死亡保険金受取人を変更したい

9 保険証券を再発行してほしい

11 契約をやめたい（解約・更新しない）

※［指定代理請求人］とは、被保険者が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、被保険者の代理人としてその保険金等を請求する
ことができる人で、ご契約者があらかじめ指定した人のことをいいます。

DIY契約者キット（ご契約者さま向けインターネットサービス）をご活用ください。
ご契約内容の照会や、見直しの保険料試算、書類のお取寄せなどができます。
・ 本サービスを初めてご利用される方はWeb上で登録のお手続きが必要です。 
・ 「住所変更」「保険料払込口座変更」「保険料払込カード変更」はDIY契約者キットのご登録がない場合でもWeb上でお手
続きいただけます。

〈Webからのお申し出について〉

受付窓口必要となるお手続き

保障内容変更（注）

保障内容変更（注）

ご要望

主契約（遺族保障）の保険金額を変更したい

特約を付加または解約したい
特約の給付金額（保険金額）を変更したい

10 保障内容を見直したい

（注） 更新時の「減額または特約解約」の場合は、ご契約者さまご本人からのお電話でお手続きが完了します。

詳しくは40ページ 12の「保障内容の見直しについて」をご覧ください。
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12 保障内容の見直しについて

ご結婚されたとき、お子さまがお生まれになったとき、お子さまが独立されたときなど、ライフス
テージの変化に応じて保障内容を見直すことができます。

①保険金・給付金額を増額または減額することができます。
● 増額する場合は、あらためて告知（または診査）および被保険者の同意が必要です。なお、健康状態などに
よっては増額をお断りすることがあります。

● 減額する場合は、減額後の保険金・給付金額は、当社の定める最低引受金額を下回ることはできません。ま
た、遺族保障の保険金額の減額に際して、入院保障の入院給付日額を減額させていただくことがあります。

● 特別条件特約が付加されているご契約はつぎのお取扱いになります。
・ 特別保険料をいただいているご契約は増額できません。
・ 特定疾病不支払方法および特定部位不支払方法が適用されたご契約については会社が定めた期間（特定期間といいます。）中は、
医療特約・特定疾病診断給付特約・短期入院特約は増額できません。

②いろいろな特約を新たに付加したりまたは解約することができます。
● 特約を付加する場合は、あらためて告知（または診査）および被保険者の同意が必要です。なお、健康状態な
どによっては特約の付加をお断りすることがあります。

● 特別条件特約が付加されているご契約はつぎのお取扱いになります。
・ 特別保険料をいただいているご契約については特約の中途付加はできません。
・ 特定疾病不支払方法および特定部位不支払方法が適用されたご契約については会社が定めた期間（特定期間といいます。）中は、
医療特約・特定疾病診断給付特約・短期入院特約は増額できません。

③月払契約の方で見直し後の月払保険料が2,000円を下回っても、年払契約への変更は必要ありません。

保障内容を見直して更新される場合には、変更内容によりお取扱いが異なります。

11 自動更新について

①被保険者の健康状態にかかわらず、ご契約は90歳まで＊毎年自動的に更新されます。
＊月給保障および特別な条件（保険料の割増）を付加されているご契約は60歳までの更新となります。

②更新の際に保険金額・給付金額を増額される場合または新たに特約を付加される場合には、あらためて告知
（または診査）をお願いします。

ご請求をお受けできない場合や、お引受けにあたって
条件を提示させていただく場合がございます。

保障額を増やす

審査あり

●主契約・特約保障額の増額
●特約の中途付加

ご請求に関する審査はございません。

保障額を減らす

審査なし

●主契約・特約保障額の減額
●特約の解約

ご請求に関する
お引受審査
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13 ご契約の解約と解約返れい金について

この保険は、保険期間1年の掛け捨て型ですので、払い込みいただいた保険料は保険期間1年ごとの保険金・給
付金のお支払いとご契約を維持する費用にあてられます。したがいまして、解約されても解約返れい金はありません。
※年払契約の場合には、いまだ到来していない契約期間分の保険料（未経過保険料）をお支払いできる場合があります。詳しくは36ページを

ご覧ください。

ご契約を解約されても、解約返れい金はありません。

14 生命保険と税金について

控除される金額

（正味払込保険料×1／2）＋6,000円

 一律28,000円

年間の正味払込保険料
12,000円以下のとき

12,000円をこえ32,000円以下のとき

32,000円をこえ56,000円以下のとき

56,000円をこえるとき

 全額

お払い込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の適用を受けることができます。
適用によりつぎの表の金額が、所得税・住民税の課税対象額から控除されます。
● 控除の対象となるご契約 ： 保険金等の受取人がご本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約
● 控除の対象となる保険料 ： 1年間（1月1日から12月31日まで）にお払い込みいただいた保険料

生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行いたしますの
で、年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。

1. 生命保険料控除

〈控除の手続き〉

▼所得税の生命保険料控除

▼住民税の生命保険料控除

年間の正味払込保険料
20,000円以下のとき

20,000円をこえ40,000円以下のとき

40,000円をこえ80,000円以下のとき

80,000円をこえるとき

 全額

（正味払込保険料×1／2）＋10,000円

（正味払込保険料×1／4）＋20,000円

 一律40,000円

（正味払込保険料×1／4）＋14,000円

控除される金額

税務の取扱い等については、2014年7月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しておりま
す。個別の税務の取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
※法令の改正により取扱内容が変更される場合があります。

※保険始期が2012年1月1日以降のご契約（新規のご契約・更新のご契約）から上表の金額が適用されます。
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イ）死亡保険金受取人が相続人のときは、法定相続人1人につき500万円まで保険金に対する非課税の特典が
あります。

ロ）高度障害保険金、入院給付金、通院給付金、手術給付金、診断給付金、就業不能保険金、リビング・ニーズ
保険金は、受取人がつぎに該当する場合、全額非課税となります。
（受取人） ： 主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族

3. 保険金・給付金の税法上の特典

ご契約者（保険料負担者）、被保険者および保険金の受取人の関係によって、つぎのとおり死亡保険金に対する
税金が異なりますのでご注意ください。

2. 死亡保険金の税法上の取扱い

ご契約形態 ご契約例

死　亡
保険金

ご契約者と被保険者が同一人の場合
ご契約者　夫
被保険者　夫
受取人　　妻

ご契約者　夫
被保険者　妻
受取人　　夫

ご契約者　夫
被保険者　妻
受取人　　子

ご契約者と受取人が同一人の場合

ご契約者、被保険者、受取人が
それぞれ異なる場合

相続税

所得税
（一時所得）

贈与税

税法上の取扱い

2. 保険料の控除限度額が変更になり、所得税5万円、住民税3万5千円が、それぞれ所得税で4万円、住民税で2万８千円になります。
合計の控除額は、所得税は12万円に変更になりますが、住民税は7万円のまま変更がありません。

○一般生命保険料控除（遺族保障）
控除限度額：所得税4万円、住民税2.8万円

○介護医療保険料控除（新設）（介護・医療保障）
控除限度額：所得税4万円、住民税2.8万円

○個人年金保険料控除（老後保障）
控除限度額：所得税4万円、住民税2.8万円

制度全体の控除限度額：所得税１２万円、住民税７万円

〈改正後〉

○一般生命保険料控除（遺族・介護・医療保障）
控除限度額：所得税５万円、住民税３.5万円

○個人年金保険料控除（老後保障）
控除限度額：所得税５万円、住民税３.5万円

制度全体の控除限度額：所得税10万円、住民税7万円
〈改正前〉

2012年1月から生命保険料控除制度が改正されています。

1.「介護医療保険料控除」が創設され、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」とあわせ、3つの控除からなる制度になります。
これにより、入院・通院等にともなう給付の医療保障やがん保障に係る保険料は、「一般生命保険料控除」の対象から「介護医療保険
料控除」の対象となります。
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1 ご契約の内容に応じ、以下のような場合に
保険金・給付金をご請求いただけます

保険金・給付金のご請求について

保険金・給付金をもれなくご請求いただくために

保険金・給付金を
お支払いできる場合、できない場合（事例１～１2）

保険金等をお支払いする場合
またはお支払いできない場合の代表的事例

2

3

6

5

保 ・
払

金
ど

険
お

給
い

の
に い

金
支

付
な つ てⅥ

保険金・給付金をお支払いできない場合、
保険料の払込免除ができない場合

4
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▼保険金・給付金のお支払いなどについて

遺族保障
（無配当定期保険）

入院保障
（無配当医療特約）
5日目から受取型

死亡保険金

高度障害保険金

約款
第2条

特約
第4条

被保険者が死亡されたときに、お支払いします。

被保険者が責任開始期以後の疾病また
は傷害を原因として所定の高度障害状態
になられたときに、お支払いします。

災害入院給付金

被保険者が責任開始期以後の不慮の事
故による傷害により、その事故の日から180
日以内に継続して5日以上入院されたとき
に、お支払いします。

疾病入院給付金

被保険者が責任開始期以後の疾病または
不慮の事故以外の外因による傷害により
継続して５日以上入院されたときに、お支払
いします。

保険金額

●入院5日目から1日につき
入院給付日額

●1回の入院120日限度、
通算730日限度

商品名 名称 保険金・給付金をお支払いする場合など お支払金額など 参照条文

無配当定期保険

遺
族
保
障

死亡された場合 ▶死亡保険金･･･P68

高度障害状態になられた場合
（両眼失明、寝たきり等）　 ▶高度障害保険金･･･P68

無配当医療特約
（無配当短期入院特約）入

院
保
障

無配当ガン医療特約

ガ
ン
保
障

無配当就業不能保障特約／
入院のみ保障特約

月
給
保
障

免責期間をこえて入院された場合

無配当特定疾病診断
給付特約Ⅰ型

詳細およびお支払いできる場合、お支払いできない場合の詳細、具体例については、64ページ
の「保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表的事例」をご覧ください。

通院給付金

●通院1日につき通院給付日額
（入院給付日額の6割かつ3,000円限度）
●1回の入院にともなう通院
30日限度、通算730日限度

入院給付金の支払われる入院の退院日
の翌日から１２０日以内に入院の原因と
なった疾病または傷害の治療を目的として
通院されたときに、お支払いします。

手術給付金
●入院給付日額の20倍
＊お支払いは1回限り

被保険者が責任開始期から1年を経過し
た日以後に、組織の機能に障害がある者
に移植することを目的として骨髄幹細胞ま
たは末梢血幹細胞の採取手術を受けられ
たときに、お支払いします。

●手術種類により
入院給付日額の
40、20、10倍

被保険者が責任開始期以後の疾病また
は傷害を原因として所定の手術を受けられ
たときに、お支払いします。

入院された場合

手術を受けられた場合

退院後に通院された場合

▶入院給付金･･･P89

▶手術給付金･･･P91

▶通院給付金･･･P90

ガン（悪性新生物）の場合

急性心筋こうそくの場合

脳卒中の場合

▶ガン診断給付金･･･P112

▶急性心筋こうそく診断給付金･･･P112

▶脳卒中診断給付金･･･P112

ガンで入院された場合 ▶ガン入院給付金･･･P139
▶ガン診断給付金･･･P139

ガンで手術を受けられた場合

退院後に通院された場合

▶ガン手術給付金･･･P140

▶ガン通院給付金･･･P140

▶就業不能保険金･･･P154

1 ご契約の内容に応じ、以下のような場合に保険金・給付金をご請求いただけます
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■ 責任開始期とは、保障が開始されるとき（時期）のことをいい、その責任開始期の属する日のことを責任開始日といいます。
■ 入院給付金とは、災害入院給付金、疾病入院給付金、短期災害入院給付金および短期疾病入院給付金を総称したもののことをいいます。
■ 入院保障の入院給付金・手術給付金については、責任開始期より前の疾病、または傷害の治療を目的とする入院・手術であっても、この特約の
最初の責任開始日から3年を経過した後に開始した入院または受けた手術は、お支払いの対象となります。

■ 月給保障については、責任開始期より前の疾病または傷害を原因とする就業不能（入院）であっても、この特約の最初の責任開始日から3年を
経過した後に開始し免責期間をこえて継続した就業不能（入院）は、お支払いの対象となります。

■ 短期災害入院給付金および短期疾病入院給付金の支払日数が、ともに通算60日に達したときには、無配当短期入院特約は消滅し、「1泊入
院から受取型」は「5日目から受取型」に変更させていただきます。

■ 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術について、その提供者と受容者が同一となる場合（自家移植）は、入院保障の手術給付金のお支
払いの対象となりません。また、臍帯（さいたい）血幹細胞の採取は、入院保障の手術給付金のお支払いの対象となりません。

■ ※印のガンに関する保障の責任開始日は、つぎの（イ）または（ロ）のいずれかの日から90日を経過した日の翌日（91日目）とします。
（イ）ご契約時に入院保障またはガン保障の特約を付加されていた場合は遺族保障の責任開始日
（ロ）入院保障またはガン保障の特約を中途付加した場合は特約の付加日
■ ガン以外の原因による入院中にガンの治療を開始したときは、その日をガン入院開始日とします。
■ ガン保障のガン診断給付金は悪性新生物および上皮内新生物をお支払いの対象としますが、入院保障のガン診断給付金は悪性新生物
をお支払いの対象とし、上皮内新生物はお支払いの対象としません。

■ 通算の限度は、保険期間（ご契約の更新前後の保険期間は継続されたものとします。）を通じての限度期間となります。
■ 就業保険金月額が平均月間所得額（就業不能（入院）が開始した日の前年における所得の平均月間額）を上回るときは、平均月間所得額
を就業不能保険金月額として取り扱います。

商品名 名称 保険金・給付金をお支払いする場合など お支払金額など 参照条文

特約
第6条

ガン診断給付金※ 被保険者がガン責任開始期以後に初めて
ガンと診断されたときに、お支払いします。

診断給付金額
（入院給付日額の100倍）
＊お支払いは1回限り

短期災害入院
給付金

災害入院給付金

通院給付金、手術給付金のお支払事由とお支払金額は入院保障「5日目から受取型」と同じです。

短期入院給付金
●入院1日目から1日につき入院給付日額
●1回の入院4日限度、通算60日限度
入院給付金
●入院5日目から1日につき入院給付日額
●1回の入院120日限度、
通算730日限度

ガン保障
（無配当ガン医療特約）

特約
第5条

ガン診断給付金※ 被保険者が給付責任開始期以後のガンに
より入院を開始されたときに、お支払いします。 ガン入院給付日額の100倍

月給保障［入院保障型］

（ 無配当就業不能  ）保障特約・
入院のみ保障特約

特約第4条・
入院のみ
保障特約
第2条

就業不能保険金
被保険者が責任開始期以後の疾病また
は傷害を原因として入院の必要があり、
120日（免責期間）をこえて入院を継続さ
れたときに、お支払いします。

●免責期間をこえた就業不能（入院）
1か月につき就業不能保険金月額

●1回の就業不能の限度は
1年、通算2年限度

リビング・ニーズ保障
（リビング・ニーズ特約）

特約
第4条

リビング・ニーズ
保険金

被保険者の余命が6か月以内と判断され
るときは、ご希望によりお支払いします。

遺族保障の保険金額の全部または一
部（ご請求時に3,000万円を限度とし
てご指定ください。）から6か月分の所定
の利息および保険料を差し引いた金額

全商品 約款
第4条

保険料の
払込免除

被保険者が責任開始期以後の不慮の事
故による傷害により、その事故の日から180
日以内に所定の障害状態になられたとき

将来の保険料の払込みを免除し
ます。

ガン入院給付金※ 被保険者が給付責任開始期以後のガン
により入院されたときに、お支払いします。

入院1日につき
ガン入院給付日額

●通院1日につきガン通院給付日額
（ガン入院給付日額の3割かつ
3,000円限度）

●1回の入院にともなう通院
30日限度、通算730日限度

ガン手術給付金※
被保険者が給付責任開始期以後のガン
による所定の手術を受けられたときに、お
支払いします。

手術の種類によりガン入院給付日額
の40、20、10倍

短期疾病入院
給付金

疾病入院給付金

入院保障

（無配当特定疾病診断）給付特約・Ⅰ型

5日目から受取型・
1泊入院から受取型で、
被保険者が満15歳以上
となる契約に共通で付加

急性心筋こうそく
診断給付金

被保険者が責任開始期以後に急性心筋
こうそくを発病し、初めて医師の診療を受
けた日からその日を含めて60日以上の労
働の制限を必要とする状態が継続したと
診断されたときに、お支払いします。

入院保障

（無配当短期入院特約付）無配当医療特約
1泊入院から受取型

特約
第4条

被保険者が責任開始期以後の不慮の事
故による傷害により、その事故の日から180
日以内に継続して2日以上入院されたとき
に、お支払いします。

ガン通院給付金※
ガン入院給付金の支払われる入院の退院
日の翌日から120日以内に、入院の原因と
なったガンの治療を目的として通院された
ときに、お支払いします。

脳卒中診断
給付金

被保険者が責任開始期以後に脳卒中を発
病し、初めて医師の診療を受けた日からその
日を含めて60日以上言語障害、運動失調、
麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続
したと診断されたときに、お支払いします。

被保険者が責任開始期以後の疾病また
は不慮の事故以外の外因による傷害によ
り、継続して2日以上入院されたときに、お支
払いします。
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0120-833-337
●証券番号
●亡くなる原因となった病気や事故（事故発生日）
●亡くなられた日
●亡くなられる前の入院・手術等の有無
●死亡保険金受取人の氏名およびご連絡先 等

●証券番号
●原因となった病気や事故（事故発生日）
●入院期間（入院日と退院日）
●正式な手術名と手術日
●退院後の通院の有無 等

お電話で
確認させて
いただくこと

被保険者が入院・手術などをされた場合被保険者が亡くなられた場合

ご案内した必要書類をご準備いただき、当社あてにご返送ください。

速やかに「請求手続のご案内」「請求書類一式」を受取人さまあてにご郵送いたします。

お支払内容の明細を受取人さまあてにご郵送いたしますので、ご指定口座への入金をご確認ください。
※ご請求の内容により、保険金・給付金をお支払いできない場合もございますが、その場合は、お取扱いが決定次第、速やかにご通知させて
いただきます。なお、保険金・給付金をお支払いできない場合の事例については、Ｐ50～64をご覧ください。

1

2

当社に書類が到着次第、ご契約の保険約款にしたがい、
内容を確認させていただきます。

3

ご契約の保険約款にしたがい、保険金・給付金をお支払いいたします。

4

コールセンターへご連絡ください。

ご請求に必要な書類をご提出ください。

ご請求内容をご確認させていただきます。

保険金・給付金をお支払いいたします。

ご請求の流れ

受付時間：9：00～21：00（土曜日は17：00まで）
※日曜日・祝日を除く

2 保険金・給付金のご請求について
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●ご請求の内容に応じ、お客さまそれぞれのご事情に合わせて、必要書類一式をご郵送させていただいております。
●お客さまにご記入いただく「保険金・給付金等請求書」と医療機関に証明いただく「入院・手術・通院
証明書（診断書）」が主な書類となります。

●その他、ご請求の内容により必要書類は異なりますので、ご不明な点は、左記の当社コールセン
ターまでお問い合わせください。

必要書類

●ご提出いただく書類のうち、医療機関発行の「入院・手術・通院証明書（診断書）」や、「戸籍謄
本」・「印鑑証明書」などの公的書類の取付けにかかる費用は、お客さまのご負担になりますので、
あらかじめご了承ください。
●なお、ケ－スによっては、医療機関発行の診断書に代えて、お客さまご自身にご記入いただく｢申告書｣
および医療機関発行の｢領収書の写し｣等でご請求いただく簡易取扱ができる場合もございますので、
ご請求お申出時にご相談ください。

ご請求に
かかる費用

●治療の経過・内容、障がいの状態、事故状況などについて、医療機関等へ確認する場合がござい
ます。
●その場合、お支払いできるか否かの判断および内容の決定までに、確認先の事情により異なりますが、
１か月程度お時間をいただくことがございます。
確認の実施にあたりましては、当社から改めて通知させていただきます。

事実の確認

●万一、ご提出いただいた書類に不足やご記入漏れ等がある場合には、書類のご整備をお願いいたします。
請求書類の
ご整備

●被保険者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合※は、ご契約者が被保険者の同意を
得てあらかじめ指定いただいた指定代理請求人＊よりご請求いただくことができます。
※被保険者本人が寝たきりで、給付金の請求ができない 等
＊｢指定代理請求人｣は、つぎの要件を満たしている必要があります。

イ）指定、変更および請求時における被保険者の戸籍上の配偶者
ロ）指定、変更および請求時における被保険者の3親等内の親族
（注1）あらかじめ指定された指定代理請求人が離婚などにより上記の範囲外となったときは指定代理請求人の権

利を喪失します。
この場合には、当社にご連絡いただき、その際にお送りする書類にもとづき新しい指定代理請求人に変更
する手続きをしてください。

（注2）指定代理請求人のご請求により高度障害保険金または特約の給付金・保険金をお支払いした場合、被保
険者にはその旨をご連絡しません。これらの保険金・給付金のお支払い後にご契約者または被保険者から
お問合せがあった場合には、その保険金・給付金の支払状況について、事実にもとづいて回答せざるを得ま
せんのでご承知おき願います。

指定代理人
請求制度

●保険金等の支払金は、請求に必要な不備のない書類が当社に着いた日の翌日からその日を含めて５
営業日以内に、お支払いします。

●ただし、事実の確認等が必要なときは、請求に必要な不備のない書類が当社に着いた日の翌日から
その日を含めて60日以内にお支払いします。
＊事実の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認
等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責を負わず、事実の確認が終わるまで
保険金等をお支払いしません。

お支払い
までに
かかる期間

保険金等の適切なお支払いには、お客さまからのご連絡が重要な情報となります。保険金等の支払事
由が生じた場合はもちろんのこと、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合
についても、左記の当社コールセンターまでご連絡ください。
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「無配当特定疾病診断給付特約Ⅰ型」を付加いただいている場合で、

になられた場合には、入院給付金、手術給付金、通院給付金のほかに、特定疾病診断給付金を
お支払いできる場合がございます。
※詳細につきましては、Ｐ111をご参照ください。

1 三大疾病になったときにお支払いする特約が
ついていませんか？

ガ　ン

脳 卒 中

急性心筋こうそく

癌、肉腫、白血病、悪性リンパ腫 等

脳内出血、くも膜下出血、脳こうそく 等

急性心筋こうそく

※詳細につきましては、Ｐ44、89、139をご参照ください。

3 ご入院中、ご通院中にご請求いただいた場合、
その後のご入院、ご通院のご請求はお済みですか？

ご入院

「無配当医療特約」「無配当ガン医療特約」を付加いただいている場合で、
入院や手術をされている場合には、入院給付金、手術給付金をお支払いできる場合がございます。
※詳細につきましては、Ｐ44、89、139をご参照ください。

１回のご入院（複数入院で継続した1回の入院とみなされる
場合を含みます。）につき、120日までお支払いの対象となり
ます。（短期入院特約を付加いただいている場合は124日
までお支払いの対象となります。）
ご入院日数がお支払対象となります。

2 死亡保険金のほかに、入院や手術をしたときに
お支払いする特約がついていませんか？

無配当医療特約・・・・・・・・

無配当ガン医療特約・・・

ご通院
1回のご入院に対し、退院日の翌日から120日目までのご
通院で30日までお支払いの対象となります。
1回のご入院に対し、退院日の翌日から120日目までのご
通院で30日までお支払いの対象となります。

無配当医療特約・・・・・・・・

無配当ガン医療特約・・・

以下の❶～❼を□チェックのうえ、ご確認ください。
お支払いの対象かどうか分からない場合にも、まずは1ページに記載のコールセンターにご相
談ください。

チェック

チェック

チェック

3 保険金・給付金をもれなくご請求いただくために
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病気やケガで余命６か月以内と医師に診断された場合、リビング・ニーズ保険金を
お支払いできる場合がございます。
※詳細につきましては、Ｐ45、168をご参照ください。

「無配当医療特約」「無配当ガン医療特約」を付加いただいている場合で、
お受取りの対象となる手術を受けられた場合は、入院の有無を問わず、手術給付金をご請求い
ただけます。
※詳細につきましては、Ｐ44、91、140をご参照ください。

4 日帰り手術を受けていませんか？

7 余命６か月以内で保険金の
請求ができる場合があります。

5 所定の障害状態に該当されていませんか？

ケガにより、事故の日から１８０日以内に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  などの状態になられた場合、

以後の保険料のお払込みが不要となる場合がございます。
※詳細につきましては、Ｐ69、82をご参照ください。

1眼失明 両耳聴力喪失 片腕切断

6 高度障害状態に該当されていませんか？

両眼失明 喉頭全摘 両腕切断

チェック

チェック

チェック

チェック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  などの状態になられた場合、

高度障害保険金をお支払いできる場合がございます。
※詳細につきましては、Ｐ44、68、82をご参照ください。
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告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合。
※保険金・給付金のお支払事由や保険料の払込免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金・給付金のお支
払いや保険料の払込免除を行います。

つぎのような事由に該当し、主契約または付加された特約が解除された場合。なお、すでに払い込みいただいた保
険料はお返しいたしません。

①保険金・給付金（保険料の払込免除を含みます。）を、詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致
（未遂を含みます。）をした場合

②保険金・給付金の請求に関して詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合

③保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力（＊1）に該当すると認められた場合、ま
たはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係（＊2）を有していると認められた場合

④主契約については、付加されている特約が重大事由によって解除された場合

⑤当社との間の他の保険契約、または他社との間の保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除され当
社の信頼を損ない、保険契約を継続することを期待しえない上記①および②と同等の事由がある場合

⑥特約については、他のご契約との重複によって給付金額等が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態が
もたらされるおそれがある場合

⑦その他このご契約を継続することを期待しえない上記の事由と同等の事由がある場合

　※ 上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受
取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。

ご契約の締結、復活、もしくは保険金・給付金の増額または特約の中途付加に際してつぎの事由に該当し、ご契
約または付加された特約（保険金・給付金を増額したときは、増額した部分）が無効または取消しとなった場合。な
お、すでに払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

①ご契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があったこと

②ご契約者に保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的が認められたこと

1. 責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合（高度障害保険金および特約の入院給付金等）

2. 告知義務違反による解除の場合

3. 重大事由による解除の場合

4. ご契約が無効または取消しとなった場合

4 保険金・給付金をお支払いできない場合、保険料の払込免除ができない場合

つぎの場合は、当社は保険金・給付金をお支払いしません。または保険料の払込免除ができ
ません。

（＊1） 暴力団、暴力団員（脱退後5年を経過しない者を含む）、暴力団準構成員または暴力団関係企業その
他の反社会的勢力をいいます。

（＊2） 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等
をいいます。また、保険契約者もしくは保険金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業
経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。

DIY_06_P44_P64_0830.indd   50DIY_06_P44_P64_0830.indd   50 13.12.24   7:59:19 PM13.12.24   7:59:19 PM



保
険
金
・
給
付
金
の

お
支
払
い
な
ど
に
つ
い
て

51

6. つぎの免責事由に該当した場合

遺族保障

死亡保険金

つぎのいずれかにより被保険者が死亡された場合
①責任開始期から3年以内の被保険者の自殺
ただし、心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認
識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。

②ご契約者の故意
③死亡保険金受取人の故意

高度障害保険金

つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態になられた場合
①ご契約者の故意
②被保険者の故意
③指定代理請求人の故意

名　称 保険金・給付金のお支払いまたは保険料の払込免除ができない場合（免責事由といいます。）

入院保障

災害（短期災害）
入院給付金

つぎのいずれかにより被保険者が入院された場合
①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じ
た事故

⑦被保険者の頸部症候群または腰痛でいずれも他覚所見のないもの
⑧指定代理請求人の故意

手術給付金

疾病（短期疾病）
入院給付金

つぎのいずれかにより被保険者が入院された場合または手術をうけられた場合
①災害入院給付金と同じ免責事由（「⑦被保険者の頸部症候群または腰痛でいずれも
他覚所見のないもの」は、手術給付金については除きます。）

②被保険者の薬物依存

月給保障 就業不能
保険金

つぎのいずれかにより被保険者が就業不能になられた場合
①災害入院給付金と同じ免責事由
②被保険者の薬物依存
③被保険者の妊娠または出産

全商品 保険料の払込免除
災害入院給付金の免責事由のうち①から⑥までにより被保険者が所定の障害状態に
なられた場合

通院給付金

つぎのいずれかにより被保険者が通院された場合
①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の薬物依存
③被保険者の頸部症候群または腰痛でいずれも他覚所見のないもの
④指定代理請求人の故意

保険料の払込みがなかったためにご契約が失効している間に、保険金・給付金の支払事由または保険料払込免
除事由が生じた場合。

5. ご契約の失効の場合
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ご加入前の「慢性C型肝炎」でのご通院について、告知書で
正しく告知いただかず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」を
原因とする「肝臓ガン」によりご入院された場合

「入院給付金」はお支払いできません。

▶告知義務違反のためご契約は解除となり、給付金等はお支払いできません。

できない場合
お支払い

ご加入前の「慢性C型肝炎」でのご通院について、告知書で
正しく告知いただかず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」とは
全く因果関係のない交通事故によりご入院された場合

「入院給付金」等をお支払いいたします。

▶告知義務違反の対象となった事実と、ご請求事由との間に全く因果関係が認められない場合には、給付金等を
お支払いできます。ただし、告知義務違反となった場合、ご契約は解除となりますので、解除日の翌日以降は給付金
のお支払対象外となります。

できる場合
お支払い

告知義務違反による解除1
事 例

5 保険金・給付金をお支払いできる場合、できない場合

ご契約の内容やご加入時期などにより、お取扱いが異なりますが、保険金・給付金のお支
払いに関する代表的な事例を掲載しておりますのでご確認ください。
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責任開始期前に発病していても、責任開始日後３年以内にお支払事由(ご入院や手術
等)が発生せず、責任開始日から３年経過後に開始したご入院や手術などについては、
入院保障の給付金をお支払いできる場合がございます。

ご契約の責任開始日より前に「椎間板ヘルニア」の治療を受けて
おり、責任開始日以後に手術目的でご入院された場合

「入院給付金」はお支払いできません。

▶高度障害保険金・入院給付金等は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、約
款に特に定めがない限り、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはな
りません。ご契約に特別条件が付加されている場合でも同様です。

できない場合
お支払い

ご契約の責任開始日以後に発病した「椎間板ヘルニア」により
ご入院された場合

「入院給付金」等をお支払いいたします。

▶責任開始日以後に発病した病気による入院のため、給付金等をお支払いできます。

できる場合
お支払い

責任開始期前の発病2
事 例

責任開始日

発 病 入　院

責任開始日

発 病 入　院
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１回の入院に対する入院給付金の支払限度日数
【無配当医療特約の場合】「１泊入院から受取型」▶１２４日／「５日目から受取型」▶１２０日3

事 例

「うつ病」により１５０日間ご入院された場合

支払限度日数の１２４日を超えた部分は
お支払いできません。

できない場合
お支払い

「うつ病」により９０日間ご入院された場合

９０日間すべてお支払いいたします。
できる場合
お支払い

「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

詳しくは103ページ 無配当医療特約 別表１ 入院、通院および病院または診療所等をご参照ください。

１２４日限度

入　院

９０日間お支払い

｢１泊入院から受取型｣で
ご加入の場合

入　院

お支払対象外

｢１泊入院から受取型｣で
ご加入の場合

１２４日限度

１２４日分のみお支払い
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複数回の入院
【無配当医療特約の場合】4

事 例

「肺ガン」により１２４日以上ご入院後、
退院日の翌日から１８０日以内に同じ
「肺ガン」によりご入院された場合

できない場合
お支払い

「肺ガン」により１２４日以上ご入院後、
退院日の翌日から１８０日経過後に同じ
「肺ガン」によりご入院された場合

できる場合
お支払い

ガン医療特約の場合、入院給付金の「1回の入院」に対する支払限度日数は
ございませんので、全入院日数分をお支払いいたします。

詳しくは139ページ 無配当ガン医療特約 第５条（特約給付金の支払）をご参照ください。

入院②は入院①の退院日の翌日から１８０日以内の入院で
あるため、入院①と入院②は「１回の入院」とみなされます。
このため、入院①で「１回の入院」に対する支払限度日数分
をお支払い済であることから、入院②についてはお支払い
できません。
（入院①と入院②が異なる病気による入院である場合は、お取扱いが異なります。）

入院②は入院①の退院日の翌日から１８０日経過後の入院で
あるため、新たな入院とみなされ１２４日までお支払い
できます。

退院日の翌日から180日目

入 院 ①

124日間お支払い済

｢１泊入院から受取型｣で
ご加入の場合

入 院 ②

入 院 ②

｢１泊入院から受取型｣で
ご加入の場合

退院日の翌日から180日目

入 院 ①

124日間お支払い済
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検査のための入院
【無配当医療特約の場合】5

事 例

人間ドックを受けるためご入院された場合

できない場合
お支払い

「便潜血陽性」のため病院を受診したところ、
原因を精査するため入院となった場合

「入院給付金」をお支払いいたします。できる場合
お支払い

手術給付金についても、治療を直接の目的としない検査や診断のための手術に対しては
給付金をお支払いできません。

「入院給付金」はお支払いできません。

▶「便潜血陽性」という身体の異常（症状）に対する医師の指示による検査入院であるため、
病気に対する治療の一環として入院給付金をお支払いいたします。

▶病気やケガの治療を目的とする入院ではないため、入院給付金はお支払いできません。
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通院給付金
【無配当医療特約の場合】6

事 例

できない場合
お支払い

できる場合
お支払い

このほか、通院給付金は、「1回の入院※」につき、退院日の翌日から120日目
までのご通院で30日までがお支払限度となります。
※無配当医療特約の場合「1回の入院」とは、複数の入院で「継続した１回の入院」とみなされる
場合を含みます。

①と③のご通院については、通院給付金を
お支払いできません。
（②のご通院については給付金をお支払いいたします。）

▶①については、入院前の通院であるため、③については、退院日の翌日から120日をこえての
通院であるため、通院給付金のお支払対象外となります。

「交通事故」によりご入院され、退院日の翌日から
120日目までの間に、10日間ご通院された場合

「腰椎椎間板ヘルニア」によりご入院され、
ご入院前とご入院後に以下のとおりご通院された場合

１０日間すべてお支払いいたします。

退院日の翌日から１２０日目

入　院 ②10日間通院
○

①5日間通院
×

③5日間通院
×

退院日の翌日から１２０日目

入　院 10日間通院
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手術給付金
【無配当医療特約の場合】7

事 例

手術給付金のお支払対象となる手術の種類および給付倍率については、約
款に定められており、これに該当しない手術につきましては手術給付金のお
支払対象外となります。

詳しくは105ページ 無配当医療特約 別表２ 対象となる手術および手術給付割合表をご参照ください。

①「慢性扁桃炎」のため、「扁桃摘出術」を受けられた場合

②「皮下良性腫瘍摘出術」を受けられた場合

③「レーザーによる近視矯正手術（レーシック等）」を受けられた場合

「手術給付金」はお支払いできません。

▶約款に定める手術に該当しないため、手術給付金はお支払いできません。

できない場合
お支払い

①「急性虫垂炎」のため、「虫垂切除術」を受けられた場合

②内視鏡による「大腸ポリープ切除術」を受けられた場合

③「帝王切開術」を受けられた場合

「手術給付金」をお支払いいたします。

▶約款に定める手術に該当するため、手術給付金をお支払いいたします。

できる場合
お支払い
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ガン（悪性新生物）
【無配当特定疾病診断給付特約の場合】8

事 例

「無配当ガン医療特約」で定める「ガン(悪性新生物)」の定義には、「上皮内ガン」が含まれるため、
上皮内ガンでもガン診断給付金はお支払いの対象となります。（ただし、診断確定されたガンの治
療のために、ご入院されていることが条件となります。）

「子宮頸ガン」で手術を受け、病理組織診断の結果、

上皮内ガンであった場合

▶「無配当医療特約」「無配当特定疾病診断給付特約」で定める「ガン(悪性新生物)」の定義には、「上皮内ガン」は
含まれません。

できない場合
お支払い

「子宮頸ガン」で手術を受け、病理組織診断の結果、

上皮内ガン以外のガンであった場合

できる場合
お支払い

「特定疾病診断給付金」をお支払いいたします。
また、「無配当医療特約の手術給付金」も悪性新生物
の手術としてお取り扱いいたします。

「特定疾病診断給付金」はお支払いできません。
「無配当医療特約の手術給付金」は悪性新生物以外の
手術としてお取り扱いいたします。
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「急性心筋こうそく」によりご入院されたが、初診日を含め
60日以上、労働制限を必要とする状態が継続することなく症
状が治まった場合

「特定疾病診断給付金」はお支払いできません。

▶初診日から60日以上労働制限を必要とする状態が継続していないため、特定疾病診断給付金のお支払いの
対象外となります。

できない場合
お支払い

「急性心筋こうそく」によりご入院され、初診日を含め60日以上、労
働制限（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、そ
れ以上の活動では制限を必要とする状態）を必要とする状態
が継続したと医師に診断された場合

「特定疾病診断給付金」をお支払いいたします。

▶約款に定める「急性心筋こうそく」に該当し、かつ、初診日から60日以上、労働制限を必要とする状態が継続
したとの医師の診断があるため、特定疾病診断給付金のお支払いの対象となります。

できる場合
お支払い

急性心筋こうそく
【無配当特定疾病診断給付特約の場合】9

事 例

特定疾病診断給付金のお支払対象となる「急性心筋こうそく」の定義については、
約款に定められており、これに該当しないものにつきましては特定疾病診断給付金の
お支払対象外となります。

詳しくは121ページ 無配当特定疾病診断給付特約　別表1および表1、2をご参照ください。

労働制限が継続

初診日から６０日目

症状軽快入　院

初診日から６０日目

入　院
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脳卒中
【無配当特定疾病診断給付特約の場合】10

事 例

「くも膜下出血」によりご入院されたが、初診日を含め60日以内に、
言語障害、運動失調、麻痺等の症状が治まった場合

「特定疾病診断給付金」はお支払いできません。

▶初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続していないため、特定
疾病診断給付金のお支払いの対象外となります。

できない場合
お支払い

「くも膜下出血」によりご入院され、初診日を含め60日以上、
半身麻痺が継続したと医師に診断された場合

「特定疾病診断給付金」をお支払いいたします。

▶約款に定める「脳卒中(脳内出血、脳こうそく等)」に該当し、かつ、初診日から60日以上、言語障害、運動失調、
麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したとの医師の診断があるため、特定疾病診断給付金のお支払い
の対象となります。

できる場合
お支払い

特定疾病診断給付金のお支払対象となる「脳卒中(脳内出血、脳こうそく等)」の定義
については、約款に定められており、これに該当しないものにつきましては特定疾病診
断給付金のお支払対象外となります。

詳しくは121ページ 詳細は、無配当特定疾病診断給付特約　別表1および表1、2をご参照ください。

言語障害、運動失調、麻痺等の後遺症が継続

初診日から６０日目

症状軽快入　院

初診日から６０日目

入　院
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「緑内障」により1眼を失明された場合

「保険料の払込免除」の対象外となります。

▶不慮の事故によるケガを原因としていないため、「保険料の払込免除」の対象外となります。

できない場合
払込免除

「交通事故」により、事故の日から180日以内に
1眼を失明された場合

以後の「保険料の払込免除」の対象となります。
できる場合
払込免除

保険料の払込免除（身体障害の状態）11
事 例

82ページ

詳しくは70ページ 詳細は、無配当定期保険普通保険約款 第５条（保険料の払込を免除しない場合）をご参照ください。

以下の理由により「身体障害の状態」に該当した場合には、保険料の払込免除を
いたしません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

1眼失明

事故日から180日目
1眼失明事故日

▶不慮の事故によるケガにより、事故の日から180日以内に「所定の身体障害の状態（1眼失明等）」※に該当された
ため、以後の「保険料の払込免除」の対象となります。
※責任開始期以後に発生したケガを原因とするものに限ります。
　なお、「所定の身体障害の状態」の詳細は、無配当定期保険普通保険約款 別表２ 対象となる身体障害の状態および備考をご参照ください。
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以下の理由により「高度障害状態」に該当した場合には、高度障害保険金は
お支払いいたしません。
(1) 保険契約者の故意　(2) 被保険者の故意　(3) 指定代理請求人の故意

入院給付金や特定疾病診断給付金をお支払後に「高度障害状態」に該当された
場合には、高度障害保険金のお支払も可能です。なお、高度障害保険金をお支払
いした場合、保険契約は消滅いたします。

両眼とも矯正視力が0.02以下となったが、

手術等により回復の見込みがある場合

「高度障害保険金」のお支払対象外となります。

▶回復の見込みがあり、「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」に該当しないため「高度障害保険金」のお支払対象外
となります。

できない場合
お支払い

両眼とも矯正視力が0.02以下となり、

回復の見込みがない場合

「高度障害保険金」をお支払いいたします。

▶「所定の高度障害状態(両眼失明等)」※に該当されるため、「高度障害保険金」のお支払対象となります。
※責任開始期以後に発生した病気やケガを原因としたものに限ります。
　なお、「所定の高度障害状態」の詳細は、無配当定期保険普通保険約款 別表1 対象となる高度障害状態および備考をご参照ください。

できる場合
お支払い

高度障害保険金（高度障害状態）12
事 例

82ページ

詳しくは68ページ 詳細は、無配当定期保険普通保険約款 第2条（保険金の支払）をご参照ください。
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告知義務違反
による解除

〔遺 族 保 障〕
死亡保険金の
お支払い

ご契約にご加入いただく際には、その時
の被保険者の健康状態について正確
に告知いただく必要がありますが、故意
または重大な過失によって事実を告知し
なかったり、事実と異なる内容を告知され
た場合には、ご契約は解除となり、保険
金等はお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事
実と、ご請求原因との間に、全く因果関
係が認められない場合には、保険金等を
お支払いします。

ご契約加入前の「慢性C
型肝炎」での通院につい
て、告知書で正しく告知
せずに加入されたが、ご
加入1年後に「慢性C型
肝炎」とは全く因果関係
のない原発性の「胃ガ
ン」で死亡された場合。

※ガン保障の入院給付金については支払日数の限度はありません。

お支払いできない場合 解　説 お支払いする場合

高度障害保険金は、約款所定の障害
状態に該当し、かつ回復の見込みがな
いときにお支払いします。したがって、所
定の障害状態に該当しない場合にはお
支払いできません。                  
なお、高度障害保険金の支払対象とな
る約款所定の障害状態は、身体障がい
者福祉等に定める障害状態とは異なる
場合があります。

ご契約加入後に発病し
た「脊髄小脳変性症」に
よって全身の機能が低下
し、食事の摂取、排泄や
排泄の後始末、衣服の
着脱、起居、歩行、入浴
の全てにおいて、自力で
は全く不可能で、常に他
人の介護を要する状態
に該当し、かつ回復の見
込みがない場合。

入院給付金等は、ご契約（特約）の責任
開始期以後に発病した疾病または発生
した不慮の事故による傷害を原因とする
場合をお支払いの対象と定めています。
したがって責任開始期前に発病した疾
病や、責任開始期前の事故を原因とす
る場合には、お支払いできません。なお、
責任開始期から3年経過後は責任開始
期前の疾病や事故を原因とするもので
もお支払いする場合があります。

ご契約加入後に発病し
た「椎間板ヘルニア」に
より入院された場合。

ご契約加入前の「慢性C型肝
炎」での通院について、告知書
で正しく告知せずに加入し、ご加
入1年後に「慢性C型肝炎」を
原因とする「肝臓ガン」で死亡さ
れた場合。

「脳こうそく」の後遺症として左半
身の麻痺が生じ、入浴や排泄の
後始末、歩行については、いずれ
も常に他人の介護を要する状態
ではあるものの、右半身は正常に
動かすことができ、食事の摂取や
衣服の着脱、起居は自力で行え
る場合。

ご契約加入前より治療を受けて
いた｢椎間板ヘルニア｣が、ご契
約加入後に悪化し入院された
場合。

1泊入院から受取型の場合、1回の入院
に対して支払われる限度日数は124日で
す。その日数を超えた入院については、
給付金はお支払いできません。
いったん退院し、180日以内に再入院さ
れた場合、1回の入院とみなし入院日数
を通算します。
（異なる病気による入院である場合は、
お取扱いが異なります。）

1回の入院に対して支払
われる限度日数が124日
で、退院日の翌日から起
算して180日を超えての
再入院については別の
入院とします。「大腸ガ
ン」で130日間入院され、
退院から200日後に再び
同じ「大腸ガン」で90日
間入院された場合。1回
目の入院は124日分、2
回目の入院は90日分お
支払いいたします。

1泊入院から受取型の場合1回
の入院に対して支払われる限度
日数が124日で、退院日の翌日
から起算して180日以内の再入
院については1回の入院とみな
すこととなっています。「大腸ガ
ン」で130日間入院され、退院か
ら100日後に再び同じ「大腸ガ
ン」で90日間入院された場合。
1回目の入院は124日分お支払
いしますが、2回目の入院は1回
目と通算される結果、支払日数
の限度(124日)を超過することに
なるので、お支払いできません。

事例1

 所定の障害状態
への該当

〔遺 族 保 障〕
高度障害保険金の

お支払い

事例2

責任開始期前
  の発病

〔入 院 保 障〕
入院給付金の
お支払い

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

1泊入院から受取型
5日目から受取型

1泊入院から受取型※

事例3

支払日数限度
 の超過

〔入 院 保 障〕
入院給付金の
お支払い

事例4

（注）保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたもので
す。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等に
よっても取扱いに違いが生じることがあります。

6 保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表的事例
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17．時効 

第37条（時効） 

保険金等、その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込免除を請求

する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から３年間請求がない

ときには、消滅します。 

18．被保険者の業務、転居および旅行 

第38条（被保険者の業務、転居および旅行） 

被保険者が、保険契約が有効に継続している間に、どのような業務に従事し、またはどの

ような場所に転居もしくは旅行した場合でも、会社は、それを理由としては、保険契約の解

除および特別の保険料の請求のどちらも行わないで、保険契約上の責任を負います。 

19．管轄裁判所 

第39条（管轄裁判所） 

１ この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店または保険金

の受取人（保険金の受取人が２人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄

する地方裁判所（本庁とします。）をもって、合意による管轄裁判所とします。 

２ この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、第１項の規定

を準用します。 

20．契約内容の登録 

第40条（契約内容の登録） 

１ 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険

協会（以下「協会」といいます。）に登録します。 

(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡までと

します。） 

(2) 死亡保険金の金額 

(3) 契約日（復活または増額が行われた場合は、最後の復活または増額の日とします。以

下第２項において同様とします。） 

(4) 当会社名 

２ 第１項の登録の期間は、契約日から５年（契約日において被保険者が満15歳未満の場合

は、契約日から５年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期

間）以内とします。 

３ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社

等」といいます。）は、第１項により登録された被保険者について、保険契約（死亡保険金

のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みま

す。以下本条において同様とします。）の申込（復活、復旧、保険金額の増額または特約の

中途付加の申込を含みます。）を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の

場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第１項により登録された内容について

照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものと
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13 

15．契約内容の登録 

第22条（契約内容の登録） 

１ 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険

協会（以下「協会」といいます。）に登録します。 

(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡までと

します。） 

(2) 入院給付金の種類 

(3) 入院給付金の日額 

(4) 契約日（復活、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最

後の復活、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下第２項に

おいて同様とします。） 

(5) 当会社名 

２ 第１項の登録の期間は、契約日から５年（契約日において被保険者が満15歳未満の場合

は、契約日から５年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期

間）以内とします。 

３ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社

等」といいます。）は、第１項により登録された被保険者について、入院給付金のある特約

（入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同様とします。）の申込（復活、

復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。）を受けた場合、

協会に対して第１項により登録された内容について照会することができるものとします。

この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。 

４ 各生命保険会社等は、第２項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場

合、第３項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾（復活、復旧、入院給

付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様としま

す。）の判断の参考とすることができるものとします。 

５ 各生命保険会社等は、契約日（復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途

付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付

加の日とします。以下本項において同様とします。）から５年（契約日において被保険者が

満15歳未満の場合は、契約日から５年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のう

ちいずれか長い期間）以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第１項によ

り登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすること

ができるものとします。 

６ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外

に用いないものとします。 

７ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとし

ます。 

８ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に

照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、そ

の訂正を請求することができます。 

９ 第３項、第４項および第５項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協

同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読

み替えます。 
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(5) 第７条（特約保険料の払込免除）の規定により特約保険料の払込が免除された場合 

(6) 第８条（告知義務および告知義務違反による解除）の規定によりこの特約が解除され

た場合 

(7) 第９条（重大事由による解除）の規定によりこの特約が解除された場合 

(8) 第12条（特約の失効および同時消滅）の規定によりこの特約が失効または消滅した場

合 

(9) 第14条（特約の解約）の規定によりこの特約が解約された場合 

12B12．請求手続 

第18条（請求手続） 

この特約の短期入院給付金の請求手続については、主特約の請求手続に関する規定を準用

します。この場合、別表１の必要書類を提出して請求してください。 

13B13．短期入院給付金等の支払時期・場所 

第19条（短期入院給付金等の支払時期・場所） 

この特約の短期入院給付金等の支払時期および場所については、主約款の保険金等の支払

時期・場所に関する規定を準用します。 

14B14．契約内容の登録 

第20条（契約内容の登録） 

１ 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険

協会（以下「協会」といいます。）に登録します。 

(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市、区、郡までと

します。） 

(2) 入院給付金の種類 

(3) 入院給付金の日額 

(4) 契約日（復活、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最

後の復活、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下第２項に

おいて同様とします。） 

(5) 当会社名 

２ 第１項の登録の期間は、契約日から５年（契約日において被保険者が満15歳未満の場合

は、契約日から５年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期

間）以内とします。 

３ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社

等」といいます。）は、第１項により登録された被保険者について、入院給付金のある特約

（入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同様とします。）の申込（復活、

復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。）を受けた場合、

協会に対して第１項により登録された内容について照会することができるものとします。

この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。 

４ 各生命保険会社等は、第２項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場

合、第３項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾（復活、復旧、入院給
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1 

個人情報保護宣言 

 

基本的な考え方 

当社は、個人情報を適正に取り扱うことが社会的責務であり重要であると認識し、個人情報の

保護に関する法律その他の関係法令等を遵守して、お客さまの個人情報の保護に努めてまいりま

す。 

 

１．当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客さまの個人情報を取得

します。また、法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報の利用目的を通知または公表し、

利用目的の範囲内で取り扱います。 

 

２．当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの個人データを第三

者に提供することはありません。 

 

３．当社は、お客さまへの商品・サービス等の案内・提供等のため、グループ内でお客さまの個

人データを共同利用することがあります。 

 

４．当社は、お客さまの個人データについて、漏えい、滅失またはき損の防止等に努め、適切な

安全管理措置を実施します。また、お客さまの個人データの取扱いを委託する場合は、委託先

に対する必要かつ適切な監督を行います。 

 

５．当社は、お客さまの個人データの取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹

底します。 

 また、個人情報保護のための管理態勢を継続的に見直し、改善に努めてまいります。 

 

６．当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切かつ迅速に対応します。また、お

客さまからの個人情報の保護に関する法律にもとづく保有個人データの開示、訂正等の請求に

適切に対応します。 

 

※個人情報の利用目的などの詳細については、「個人情報の取扱い」をご覧ください。 

※開示等の手続きについては、「開示等請求の手続き」をご覧ください。 

 

お問い合わせ窓口 

 損保ジャパン･ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 コールセンター 

  〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル 

  フリーダイヤル 0120-334-303（個人情報専用） 

  受付時間：9:00～21:00、日・祝日を除く／土曜日は17:00まで（12月31日～1月4日は休業） 

  ホームページアドレス http://diy.co.jp 
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2 

個人情報の取扱い 

当社における個人情報の取扱いは、以下のとおりです。 

 

１．個人情報の適正な取得について 

当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客さまの個人情報を取得

します。 

当社では、例えば、以下のような方法で個人情報を取得することがあります。 

（取得方法の例） 

・保険契約の申込書、保険金請求書などお客さまにご記入・ご提出いただく書類やお客さまに

Web等の画面へご入力いただくことなどにより取得する場合 

・コールセンターにいただくお問い合わせへ対応するためにお電話の内容を記録または録音す

る場合 

・生保協会等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合 

 

２．個人情報の利用目的 

当社は、取得した個人情報を以下＜1＞から＜3＞および４．に掲げる目的に必要な範囲で利

用し、法令で定める場合を除き、目的外には利用しません。 

 また、当社は、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得

の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。利用目的を変更する場合には、その内容を

本人に通知するか、ホームページ等に公表します。 

＜1＞ 生命保険業 

 （1） 生命保険契約の引受の審査、引受、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 

  （2） 保険金・給付金等の支払いの判断・手続 

  （3） 当社が取り扱う商品および各種サービスの案内または提供、代理、媒介、取次、管理 

  （4） 再保険契約の締結や再保険金、共同保険金等の受領、およびそれらのために引受保険

会社等に個人情報の提供を行うこと(引受保険会社等から他の引受保険会社等への提供

を含む) 

  （5） 当社のグループ会社、提携先企業等が取り扱う商品・サービス等の案内、提供、管理 

  （6） 各種イベント・キャンペーン・セミナーの案内、各種情報の提供 

  （7） アンケートの実施や市場調査、データ分析の実施等ならびにそれらによる商品・サー

ビスの開発・研究 

  （8） ご本人かどうかの確認 

  （9） お問い合わせ、ご意見等への対応 

  （10）当社が有する債権の回収 

  （11）当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む業務委託先等への提供 

  （12）当社職員の採用、販売基盤(代理店等)の新設、維持管理 

  （13）他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合等

において、委託された当該業務の適切な遂行 

＜2＞ 電話応対―通話録音 

 （1） お問い合わせ、ご相談内容、ご契約内容等の事実確認 

 （2） ご案内、資料発送等のサービス提供を正確に行うためのご連絡先の確認 

 （3） 電話応対を含む業務品質向上にむけた研修やデータ分析の実施等への活用 

    なお、以上の録音データは、原則、録音から6か月を超えて保有しません。 
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＜3＞ その他 

その他、上記＜1＞から＜2＞に付随する業務ならびにお客さまとの取引および当社の業

務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 

 

３．第三者への提供 

当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの情報を第三者に提

供することはありません。 

 

４．個人情報の共同利用 

当社は、生命保険制度の健全な運営を目的とした次の制度に基づき、生命保険会社等との間

で、個人デ－タを共同利用します。 

＜保険契約等に関する情報の共同利用制度＞ 

・契約内容登録制度 

・契約内容照会制度 

・支払査定時照会制度 

※詳細については、当社ホームページの「契約内容登録制度・契約内容照会制度」「支払査定

時照会制度」をご覧ください。 

（当社ホームページアドレス http://diy.co.jp） 

＜生命保険会社職員・代理店・募集人等に関する情報の共同利用制度＞ 

・募集人登録情報照会制度 

・合格情報照会制度 

・退社者情報照会制度 

・廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度 

※詳細については、生命保険協会ホームページをご覧ください。 

（一般社団法人 生命保険協会 ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp） 

 

５．センシティブ情報の取扱い 

当社は、保険業法施行規則第53条の10等にもとづき、お客さまの健康状態・病歴等のセンシ

ティブ情報を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。 

＜1＞ 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意にもとづき業務遂行上必要

な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合 

＜2＞ 相続手続きを伴う保険金支払い事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報

を取得、利用または第三者提供する場合 

＜3＞ 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合

への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提

供する場合 

＜4＞ 法令にもとづく場合 

＜5＞ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 

＜6＞ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 

＜7＞ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合 

190 191



4 

６．ご契約内容・保険金・給付金のお支払に関するご照会 

  ご契約内容、保険金・給付金のお支払に関するご照会については、下記「ご契約内容等に関

するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。当社は、ご照会者がご本人であることを確

認させていただいたうえで、対応いたします。 

 

ご契約内容等に関するお問い合わせ窓口 

損保ジャパン･ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 コールセンター 

フリーダイヤル 0120-833-337 

受付時間：9:00～21:00、日・祝日を除く／土曜日は17:00まで（12月31日～1月4日は休業） 

ホームページアドレス http://diy.co.jp 

 

７．保有個人データの開示、訂正等 

  お客さまからの個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等に

関するご請求については、下記「11．お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。 

  当社は、ご請求者がご本人または代理人であることを確認させていただくとともに、所定の

手数料の入金を確認させていただいたうえで、原則として書面にて回答させていただきます。 

 ※開示、訂正等の手続きの詳細については、「開示等請求の手続き」をご覧ください。 

 

８．安全管理の取組み 

  当社は、業務上取り扱う個人データを漏えい・滅失またはき損の防止、その他の個人データ

の安全管理のために、個人情報保護の全社的な推進体制を整えるとともに、個人情報保護規程

等の社内規程を定め、個人情報を取り扱う部署における個人情報の適正な取扱いを確保します。 

 

９．個人情報の取扱いの委託 

  当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、お客さまの個人情報の取扱いを委託する場

合があります。委託する場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切

に監督いたします。 

  当社では、例えば、以下のような場合に個人データの取扱いを委託しています。 

  （委託する業務の例） 

   ・保険証券等の発送に関わる事務 

   ・各種送付物の発送に関わる事務 

   ・情報システムの運用・保守に関わる業務 

 

10．認定個人情報保護団体 

当社は認定個人情報保護団体である生命保険協会の対象事業者です。 

同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。 

   一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談室 

    TEL 03-3286-2648 

    〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル３階 

    受付時間：9:00～17:00（土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く） 

    ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp 
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11．お問い合わせ窓口 

  当社の個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、下記「個人情報の取扱いに関

するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 

  また、当社からの商品・サービスのセールスに関するダイレクトメールの送付やお電話等で

のご案内を希望されない場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。ただし、更新手

続きのご案内等への同封物や書類余白への印刷等は、中止することはできません。 

 

 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口 

  損保ジャパン･ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 コールセンター 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル 

フリーダイヤル 0120-334-303（個人情報専用） 

受付時間：9:00～21:00、日・祝日を除く／土曜日は17:00まで（12月31日～1月4日は休業） 

ホームページアドレス http://diy.co.jp 
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開示等請求の手続き 

当社はお客さまからの個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正

等のご請求（以下「開示等請求」といいます）に適切に対応いたします。 

 

１．ご請求の方法 

開示等請求を希望される場合は、下記「４．お問い合わせ窓口」までご請求ください。当社

所定の書面をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、以下の書類とともに指定の窓口

にご提出ください。 

（1）ご請求者がご本人の場合 

ご本人の運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など、公的機関が発行した書類

の写し 

（2）ご請求者が代理人の場合 

代理人ご本人の確認ができる書類（上記（1）に同じ）に加え、以下の書類をご提出くださ

い。 

・法定代理人の場合には、戸籍謄本、成年後見登記事項証明書の写しなど、法定代理権があ

ることを確認できる書類 

・任意代理人の場合には、ご本人の委任状と印鑑登録証明書 

 

２．手数料 

保有個人データの「利用目的の通知」および下記『「開示の請求」の項目』（項目数に関わら

ず）に関わる「開示の請求」については、手数料として700円（税込み）をご負担いただきます

ので、当社指定の口座にお振込ください。 

下記『「開示の請求」の項目』以外の保有個人データの「開示の請求」をされる場合は、開示

する情報の内容により項目ごとに500円（税込み）を加算することがあります。 

なお、お客さまから当社に開示等請求書をお送りいただく際の郵送費用、および手数料をお

振込み時の振込手数料に関しましてもお客さまのご負担とさせていただきます。あらかじめご

了承ください。 

＜「開示の請求」の項目＞ 

①申込書記載事項（各種承諾書含む） ②告知書記載事項 ③保険金給付金請求書記載事項 

④各種変更等請求書記載事項（各種承諾書含む） ⑤保険金・給付金支払状況 ⑥契約の存

否に関する事項 ⑦保険料入金・振替状況に関する事項 ⑧資料請求用紙等に記載した事項 

 

３．回答方法 

お受けした開示等請求については、当社にてご請求内容の確認・調査等を行い、手数料が必要

な請求については入金を確認させていただいた上で、ご本人に対し書面にてご回答いたします。 

代理人からのご請求の場合は当該代理人に対し回答いたします。 

なお、開示等請求に応じることによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益

を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼす恐れがある場合、

他の法令に違反することとなる場合等、ご請求に応じることができない場合があります。その場

合にはその理由をご連絡いたします。 
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４．お問い合わせ窓口 

  損保ジャパン･ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社 コールセンター 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル 

フリーダイヤル 0120-334-303（個人情報専用） 

受付時間：9:00～21:00、日・祝日を除く／土曜日は17:00まで（12月31日～1月4日は休業） 

ホームページアドレス http://diy.co.jp 
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勧 誘 方 針

損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命は金融商品の販売にあたって、「顧客を起点とした価

値の提供」という基本理念に基づき、以下の姿勢をもって募集活動に努めてまいります。

●保険商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
● 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法その他関係法令等を遵守してまいります。
● 販売等にあたっては、お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意

工夫し、適正な勧誘活動を行ってまいります。

●お客さまの保険商品に関する知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的
に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた保険商品の勧誘に努めます。

● 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、「お客さ

まにぴったりと合った商品の提供」を行い、「お客さま自らの判断でご加入いただくこと」ができる情報

を提供します。
● お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。

●お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本意
の方法等の創意工夫に努めます。

● 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮し

てまいります。
● お客さまと直接対面しない勧誘・販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さま

にご理解いただけるよう努力してまいります。

● お客さまにご満足いただけるよう、お客さまの様々なご意見等の収集に努め
ます。

● 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合においては、保険金・給付金の請求にあたり

適切な助言を行うなど「迅速なサービスの提供」に努めます。
●「お客さまとの継続的な関係の構築」を通じ、様々なご意見等の収集に努め、その後の販売・勧誘

に反映してまいります。

以上

平成13年4月1日施行の金融商品販売法（金融商品の販売等に関する法律）の規定にもとづき、
当社の勧誘方針を平成13年3月1日の取締役会において下記のとおり決定しました。

DIY_h3_0830.indd   1DIY_h3_0830.indd   1 13.12.11   10:15:08 AM13.12.11   10:15:08 AM



遺族保障
（無配当定期保険）

1 年 組 み 立 て 保 険

1
年
組
み
立
て
保
険

主契約

ガン保障
（無配当ガン医療特約）

特約

月給保障
（無配当就業不能保障特約・入院のみ保障特約）

特約

入院保障
（無配当医療特約・無配当特定疾病診断給付特約・
  無配当短期入院特約）

▶1泊入院から受取型

（無配当医療特約・無配当特定疾病診断給付特約）
▶5日目から受取型

特約

ご契約のしおり／約款

ご
契
約
の
し
お
り
／
約
款

2
0
1
4
年
7
月

自分の保険は、自分でつくる。
14-A-003（14.07）C0G5

〒160-0023  東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル

0120-833-337R

受付時間：9:00～21:00（土曜日は17:00まで）
※日曜日・祝日を除く

2014年7月


